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『優秀賞』 水海道第二高等学校 ２年 

常総市の良さを生かしたキャンプ場ができたら発展できないかと思いキャンプ場を 

描いている絵にしました。 
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市 ⺠ 参 画 の 推 進 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

『優秀賞』 水海道第二高等学校 中村
なかむら

 椛乃
か の

さん 

常総市は、一つの編み物のように一つにつながっていて、その糸はずっととぎれることなく未来を紡いでい

く。顔の見えない人物は、常総市にいる一人ひとりが常総市の紡ぎ手として当てはめられるようにした。白い

丸は、常総市民の未来への構想を表現。 
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【施策の目標】 

１．参画と共同の仕組みをつくり、活動の輪を広げる 
 

【主要成果指標】 

① 地域組織の運営数 

現状値 
（2021年度） 

― → 
目標値 

（2027年度） 
15地区 

将来にわたり安全・安心で心豊かに暮らせる地域社会を実現するために、地域のリーダーの発掘や育成の支援
を行うことを通して、地域運営組織を地区公⺠館・⽂化センター区の単位で設⽴することを目指します。 

② 多文化共生推進員 

現状値 
（2021年度） 

― → 
目標値 

（2027年度） 
100人 

多くの外国人が暮らす本市において言語や⽂化の違いを認め合う多⽂化共生社会を実現するために、外国人と
日本人との間の橋渡し役を担う多⽂化共生推進員を100人配置することを目指します。 

③ 市ホームページ閲覧数 

現状値 
（2021年度） 

月間257,381PV → 
目標値 

（2027年度） 
月間282,381PV 

本市では、広報紙やSNSなどの各種情報発信媒体から、豊富な情報が掲載できる市ホームページへ誘導する仕
組みの構築を推進しています。スマートフォンの普及促進やプッシュ通知の活用により、市ホームページ閲覧
数の増加を目指します。 
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Ⅰ-１-１ 市民協働・地域コミュニティ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■市⺠協働のまちづくりを推進するため、市⺠・市
⺠活動団体・事業者及び行政がその自主的な行動
のもとに、お互いに良きパートナーとして連携・
協力し、それぞれが自らの経験、知識及び責任に
おいてより良いまちづくりに取り組んでいます。 

■持続可能な地域コミュニティを目指し、行政と共
に地域づくりに取り組むことができるよう、地域
コミュニティ指針の策定や市⺠活動団体に支援
を行い、地域コミュニティの強化に取り組んでい
ます。 

 

■少子高齢化に伴う人口減少・地域コミュニティの
希薄化や新型コロナウイルス感染症の影響など
により、市⺠活動団体などの地域活動が縮小され
る懸念があります。 

■市⺠活動団体においては、役員の高齢化や担い手
不足及び団体単独では対応が難しい複雑な課題
が生じてきています。 

■防犯・防災、環境、高齢化、子育て、教育、福祉
などに関する地域が抱える課題を解決するため
には、より広域的な地域コミュニティの構築が必
要です。 

 

  

 

現 状 

将来にわたり安全・安心で心豊かに暮らせる持続可能な地域社会を目指すた
めに、住⺠が⼀体となり、地域住⺠同⼠の話し合いやこれまでの活動を生かし、
地域の課題解決に取り組むことができるコミュニティ活動の維持・活性化を図
ります。 

課 題 
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施策内容 主な取り組み 

市⺠協働の推進 ○市⺠・市⺠活動団体・事業者及び行政が連携し、市⺠協働によるまちづくりの円滑な
推進を目指すため、市⺠協働研修会の開催、人材や担い手の育成、ボランティア団体
などへの支援の充実を図ります。 

○ボランティア団体やＮＰＯ法人など、市⺠によって組織される任意の団体が自主的に
行う社会貢献事業を支援するための制度を強化します。 

○市⺠活動に関する情報発信については、ＳＮＳの活用を推進するとともに、講座やワ
ークショップについてもオンライン開催を含め、実施方法の多様化を進めます。 

地域コミュニティの
活性化 

○地域の基礎的なコミュニティである自治会の維持・活性化に向け、既存の各種補助金
による継続的な財政支援、自治会加入率の低下状況を改善するための加入促進対策、
自治会活動の円滑化・継続に繋げるため情報発信や意識啓発のための支援を行います。 

○地域の活性化や地域課題を解決するため、市⺠活動団体及び事業者などが連携し、地
域が主体となって取り組むための、広域で活力ある「地域コミュニティ協議会（仮称）」
の設⽴・運営を目指すため、支援体制を整備します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自治会の集まりの様子 自治会の除草作業 

自治会による看板取り付け作業 地区懇談会の様子 
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Ⅰ-１-２ ダイバーシティ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■現在は、第２次常総市男女共同参画計画(後期実
施計画）により、男女共同参画の推進に取り組み
つつ、令和６年度からの第３次常総市男女共同参
画計画の策定を行っています。 

■市役所においては、男性の育児休暇取得や審議会
などでの女性の登用を進めています。 

■行政分野における男女共同参画を⼀層推進する
とともに、⺠間事業所における男女共同参画の取
り組み状況の把握が必要です。 

■多様性を尊重し、共に活躍・成⻑することができ
る環境づくりが求められ、ダイバーシティなどを
意識した協働の取り組みが求められています。 

施策内容 主な取り組み 

男女共同参画の推進 ○ジェンダー平等の社会を実現し、男性が積極的に家事や育児に取り組む日常を作って
いくために、啓発活動に取り組んでいきます。 

○女性の活動団体やリーダー育成を支援し、女性が活躍できる地域社会の実現を目指し
ます。 

多様性のある社会の
実現 

○市⺠同⼠が、性別、年齢、国籍、人種、⺠族、宗教、社会的地位、障がいの有無、性的
指向・性自認、価値観、働き方などの多様性を尊重し合い、協働・参画しやすいまちづ
くりに向けた啓発の強化に取り組みます。 

○多様性を尊重し、共に活躍・成⻑することができる環境づくりに向けた取り組みが求
められており、講演会や講座での啓発に取り組むとともに、市⺠意識調査の結果をも
とに、施策の検討と具体化を進めます。 

 

 

現 状 

家族や働き方の多様化により変化するニーズに対応しながら、男女共同参画
の⼀層の充実を図るとともに、近年重要性が高まっている多様性を尊重する社
会づくりに向けた施策の充実を図ります。 

課 題 



じょうそう未来創生プラン 

 20 

各 

論 

－ 

Ⅰ 

市
民
参
加
⼵
推
進 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

 

Ⅰ-１-３ 都市間交流・多文化共生 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■都市間交流の促進については、地域資源を活用し
た大河ドラマの誘致に向けた関係自治体との連
携に取り組んでいます。 

■常総ＩＣが本市の新たな玄関口となり、道の駅常
総が新たな交流拠点として期待されます。 

■本市には、約5,900人の外国人が居住し、市の人
口の約１割を占めています。また、約7割が永住
者・定住者などの在留資格を取得しています。国
籍別では、ブラジル・フィリピン・ベトナムが多
く、40か国以上と多国籍化しています。 

■外国人の転入手続き時に、日常生活のルールやゴ
ミの出し方などについて6か国語に翻訳した「外
国人のための生活ガイドブック」を活用し、外国
人にも住みやすい環境づくりを行っています。 

■外国人に伝わりやすいとされる「やさしい日本
語」の職員研修や、多⽂化共生社会の進展に対応
する「多⽂化共生マネージャー」の知識を習得す
るなど、人材育成の推進に努めています。 

■姉妹都市や交流都市の提携がなされていないた
め、地域資源の活用や防災による連携を通じた国
内外の都市との関係づくりに取り組まなければ
なりません。 

■道の駅常総を活用した交流事業の充実に向け、庁
内関係部署や関係機関などとの連携体制の強化
を図る必要があります。 

■言葉の壁は日常生活の大きな障壁となっていま
す。外国人の中には、日本語の理解が十分でない
ため、地域でのコミュニケーション不足により、
さまざまな問題が発生することもあります。 

■外国人の増加や多国籍化に伴い、⽂化や習慣の違
いなど地域住⺠を取り巻く環境が大きく変化し
ている中で、外国人も地域を支える担い手として
活躍できる環境づくりが必要とされています。 

 

  

 

現 状 

都市間交流や多⽂化共生は、地方創生や本市の魅力発信、国際的な視点や考
え方の醸成に重要となることから、多面的に取り組み、充実を図ります。 

課 題 
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施策内容 主な取り組み 

都市間交流の推進 ○千姫をテーマとした大河ドラマの誘致を通じ、都市間交流に取り組みます。 

○災害協定の締結など、個別テーマに基づいて発展的な関係性を築き、市⺠に利益のあ
る交流を推進します。 

多⽂化共生の推進 ○行政・生活情報の多言語化の強化や日本語教育を推進するコミュニケーション支援、
教育の機会や適正な労働環境の確保、医療・保健サービスの提供など生活支援の充実
を図ります。 

○外国人住⺠との連携協働による地域の活性化やグローバル化への貢献、地域社会への
積極的な参画と多様な担い手の育成を強化していきます。 

○外国人住⺠との交流の機会を設け、相互に信頼関係を築き、外国人住⺠も地域の⼀員
として共生できる社会づくりを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

外国人のための生活ガイドブック 

（画像はポルトガル語版） 

日本語教室の様子 

千姫 大河ドラマ誘致 他自治体との取り組みの様子 
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Ⅰ-１-４ 人  権 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■21世紀は「人権の世紀」とも言われ、国内外を問
わず人権を尊重し、擁護するための諸制度の整備
や施策が積極的に推進されています。 

■本市は、平成27年度に「常総市人権施策推進基本
計画」を策定し、人権に関する施策を総合的に推
進するための基本的方向を示しています。また、
新たな人権問題にも取り組んでいます。 

■人権教育・人権啓発の推進や相談事業及び支援体
制の充実に努めています。 

■現在、さまざまな人権問題がありますが、これら
の問題を正しく理解し、あらゆる偏見や差別をし
ない・させない人材を育成することが必要です。
その中でも、特に同和問題は今もなお解決してい
ない日本固有の人権問題です。今後も、研修など
により啓発を推進していくことが重要です。 

■近年、新たな人権問題が顕在化しています。特に、
年々増加する外国人住⺠との共生問題や、感染症
に関する差別問題、性的マイノリティ（ＬＧＢＴ
Ｑ）の問題などがあります。これらを正しく理解
し、偏見・差別をなくすことが求められています。 

■匿名であることを利用したインターネット上で
の誹謗中傷など、新たな人権侵害に対する取り組
みが必要になっています。 

施策内容 主な取り組み 

人権尊重の 
まちづくりの推進 

○「常総市人権施策推進基本計画」に基づき、各種団体・地域などでの人権尊重の取り組
み活動への支援や人権相談事業の充実を図ります。 

人権啓発・教育の推進 ○市⺠⼀人ひとりの人権に対する意識を深めるため、人権に関する講演会や教育機会の
充実を図ります。 

 

現 状 

人権問題や人権意識に対する理解を醸成し、人権が尊重され、自分らしく生
きることができる社会づくりを目指します。 

課 題 
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Ⅰ-１-５ 情報発信 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■市役所職員⼀人ひとりが広報マンである自覚を
持ち、積極的な情報発信を行っていくよう、令和
４年度に「広報戦略」を策定しました。 

■情報発信の充実に向け、広報紙のほか、市ホーム
ページやＳＮＳの活用に取り組んでいます。常総
市公式ＬＩＮＥについては、アカウントの登録者
は令和５年１月時点で１万６千人を超え、情報媒
体として認知が進んでいます。 

■市ホームページについては、より本市のイメージ
を伝えやすく、幅広い世代にも利用してもらえる
よう、令和４年度にリニューアルを行いました。 

■テレワークの普及などにより「転職なき移住」の
時代が訪れ、都心から地方への移住希望者が増加
しています。 

■情報発信におけるホームページやＳＮＳなどの
媒体の重要性は、今後⼀層高まることから、紙媒
体と連携し、見やすさの向上やコンテンツの充実
を図りながら、鮮度の高い情報発信を行っていく
必要があります。 

■市⺠が求める情報や本市に関わる多くの人に効
果的な情報を的確に発信することが重要である
ことから、情報発信は「伝える」から「伝わる」
を意識したものへと職員の意識を変えていかな
ければなりません。 

■市⺠と行政の連携強化については、広く市⺠の声
を把握することがなにより重要であることから、
情報技術の活用も視野に入れ、さまざまな手法に
よる広聴機会の確保を検討する必要があります。 

■本市が移住・定住の地として選んでもらえるよ
う、積極的に市をＰＲしていく必要があります。 

  

 

現 状 

行政情報の発信や市⺠ニーズの把握については、より適時・適切な対応が求
められることから、情報技術の活用を推進するとともに、市の魅力発信や市⺠
と行政の連携を強化する手段の充実を図ります。 

課 題 
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施策内容 主な取り組み 

情報発信の強化 ○「広報常総」の充実を図るとともに、市ホームページやＳＮＳを活用し、市内外に向け
た情報発信の強化、受け手に応じたわかりやすく新鮮な情報発信に取り組みます。 

○動画を駆使した市の魅力発信や行政情報の伝達の機会をさらに増やしていき、より多
くの年齢層に見てもらえるようにしていきます。 

シティプロモーショ
ンの推進 

〇市⺠のシビックプライド、職員のスタッフプライドを醸成するために、職員⼀人ひと
りのプロモーション力を強化し、庁内体制の強化を図るとともに、官⺠⼀体となった
シティプロモーションに取り組みます。 

〇本市を移住・定住の場として選んでもらえるよう、道の駅常総をはじめとしたさまざ
まな施策や事業と連携した動画の作成・配信、並びにガイドブックの作成などにより、
積極的に市のＰＲを強化します。 

市⺠との対話の充実 ○市⺠ニーズの把握、市⺠と行政の連携強化に向け、市⺠からの広聴機会と広聴手法の
充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市の公式ＳＮＳによる情報発信とシティプロモーション 
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保 健 ・ 医 療 ・ 福 祉 の 充 実 

『優秀賞』 水海道第二高等学校 ２年 

千姫ちゃまやうぐいすなど、常総市に関係するものと鮮やかな虹を描いて、明るい未来に向かって進んでいく

姿を描きました。 
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【施策の目標】 

１．生涯にわたり市民の健康を守り、育む 

２．市民が相互に支え合う福祉を進める 

３．誰もが生きがいを持てるまちづくりを進める 
 

【主要成果指標】 

① 子育て世代（20歳～49歳）の転入者数 

現状値 
（2021年） 

1,919人 → 
目標値 

（2027年） 
1,747人 

人口減少の時代において転入者数の減少は避けられない中、子育て施策の充実や移住・定住施策の展開を⼀層
推進することにより、減少を最小限に留めることを目指します。 

② 自立した生活が送れる高齢者の割合 

現状値 
（2021年度） 

84.8％ → 
目標値 

（2027年度） 
84.0％ 

保健事業と介護予防の取り組みを⼀体的に推進することや、高齢者の活動の場を創出することにより、今後見
込まれている介護を必要とする高齢者の割合の上昇を抑制することを目指します。 

③ 電子＠連絡帳JOSOシステム利用者数 

現状値 
（2021年度） 

330人 → 
目標値 

（2027年度） 
405人 

医療・介護分野の地域内連携をさらに向上させるために、電子＠連絡帳ＪＯＳＯシステム未導入の市内医療・
介護関係事業所へシステム導入を促すことで利用者数の拡大を目指します。 
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Ⅱ-１-１ 保  健 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「健康プランじょうそう」「常総市国⺠健康保険
保健事業計画（データヘルス計画）」に基づき、
国⺠健康保険被保険者を対象とする特定健診の
受診勧奨を強化しています。受診率は県平均に比
べ、やや高いものの、国が示す市町村目標の60％
にはまだまだ届かない状況です。 

■さまざまな感染対策として、各種予防接種に新型
コロナワクチンが加わり、感染症の重症化予防対
策を実施しています。 

■近年増加傾向にある自殺に対する取り組みが喫
緊の課題となっており「常総市自殺対策計画（い
のちを支える常総プラン）」に基づく施策を講じ
ています。 

■国⺠健康保険をはじめとする各種健康保険組合
では、特定健診、特定保健指導や糖尿病性腎症重
症化予防などの保健事業を実施し、医療費の適正
化、抑制に取り組んでいます。また、65歳以上の
方には介護保険制度において介護予防事業を実
施しています。しかし、後期高齢者医療に移行す
ると、それまでの保健事業を継続して受けること
ができないことや、保健事業と介護予防事業で互
いに把握している対象者が異なるなど、地域保健
事業として課題を抱えているのが現状です。 

■近年、新型コロナウイルス感染症による受診控え
が見られていますが、疾病の早期発見・予防に向
け、引き続き各種検診の受診に向けた啓発に取り
組む必要があります。 

■従来からの予防接種の実施を中心に各種予防接
種の実施に取り組むほか、感染症対策の継続が必
要です。 

■心や⾝体の成⻑、悩みなどについて、生きること
の大切さの啓発を通じて、学校や教育部門との連
携を図るとともに、地域での気づきや支え合いの
体制づくりが必要です。 

■医療費削減のために、健康寿命を延ばすことが重
要です。高齢者の心⾝の状況として、⾝体的な脆
弱性や複数の慢性疾患、認知機能の低下や社会的
つながりの低下といった多面的な課題を抱えて
いますが、現状の健診中心の保健事業だけでは不
十分です。高齢者⼀人ひとりの医療・介護・保健
事業などのデータを分析した上で、高齢者の特性
やニーズに対応した支援やサービスにつなげて
いくことが健康寿命の延伸につながります。 

  

 

現 状 

心と⾝体の健康づくりに関心を持つ意識を醸成するとともに、必要な人に必
要とする支援が行き届く保健体制を確保します。 

課 題 
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施策内容 主な取り組み 

健康づくりの推進 ○市⺠が健康でいきいきと暮らすことができるよう、疾病の早期発見や予防医療の充実
に向けた施策の充実を図ります。 

○データヘルス計画に基づき、さまざまなデータを駆使して疾病予防対策を講じ、市⺠
の健康寿命の延伸を図ります。 

保健事業の推進 ○心や⾝体の成⻑、年齢に合わせた保健サービスを提供するとともに、相談・支援体制
の充実を図ります。 

○いのちを支える常総プランに基づき、啓発活動や見守り活動を行う「ゲートキーパー」
などの人材育成を進めます。 

感染症対策の強化 ○新型コロナウイルスをはじめとする感染症については、国や県の施策と連携した感染
予防対策に取り組むとともに「Ｗｉｔｈコロナ」を見据えた暮らしのあり方について
も研究を進めます。 

高齢者の保健事業 
と介護予防の 
⼀体的な実施 

○健康寿命の延伸を目的に、高齢者の心⾝の多様な課題に対応し、きめ細かな支援を実
施するため、県後期高齢者医療広域連合と連携し、後期高齢者医療の保健事業と介護
保険の地域支援事業などを⼀体的に実施します。 
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Ⅱ-１-２ 医  療 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■本市には、４つの病院と28の診療所、27の⻭科診
療所があります。 

■令和４年度、本市待望の産婦人科が開院しまし
た。 

■休日・夜間の診療窓口は、きぬ医師会病院及び近
隣広域の輪番制により補っています。 

■「電子@連絡帳ＪＯＳＯシステム」の整備を行っ
ており、対象者の受診・介護情報が円滑に共有さ
れるようになっています。 

■全ての世代が必要な医療を受けられる環境づく
りのためには、継続的な支援や小児科開設支援な
どの施策が必要です。 

■医療と介護の連携が必要となっており、既存の
「電子@連絡帳ＪＯＳＯシステム」を⼀層活用す
る必要があります。また、庁内連携の充実、災害
時の活用も検討していかなければなりません。 

施策内容 主な取り組み 

地域医療体制の充実 ○必要な地域医療体制の確保に向け、医療機関との連携強化を図ります。 
○休日・夜間の医療体制の維持を図るための支援、小児科の確保に向けた取り組みの強

化を進めます。 
医療・介護の連携 ○「電子@連絡帳ＪＯＳＯシステム」を活用し、医療・介護の連携を推進するとともに、

庁内連携の充実や災害時の対応についても取り組みます。 
  

 

現 状 

全ての市⺠が必要な医療サービスを受けることができ、安心して暮らせる環
境づくりを推進します。 

課 題 
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Ⅱ-２-１ 地域福祉 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■高齢者や障がい者に対する支援だけでなく、子育
て支援に対するニーズも高まっています。 

■地域の支援の担い手であるボランティアの重要
性がこれまで以上に増しています。 

 

■地域福祉において重要な担い手である⺠生委員・
児童委員の確保が困難になっています。 

■ケアラーや虐待防止などへの対応も必要となっ
ており、地域福祉に対する理解の醸成と担い手の
確保が必要です。 

■地域共生社会の推進に向け、重層的支援体制の仕
組みづくりが必要です。 

施策内容 主な取り組み 

地域共生社会の推進 ○「第３期常総市地域福祉計画」に基づき、地域共生社会の実現に向け、⾝近な地域で
の福祉の拠点づくりを進めるとともに、福祉サービス利用の推進、地域福祉事業の充
実、ふれあいのあるコミュニティづくりに取り組みます。 

○誰⼀人取り残さない地域を作るため、新しい地域包括支援・相談体制づくりを推進し
ます。 

地域福祉活動の充実 ○ケアラー、虐待防止といった新しい福祉課題に取り組みます。 
○社会福祉協議会と連携し、ボランティア人材の確保や活動の充実を支援します。 

  

 

現 状 

全ての市⺠が福祉を「我が事・丸ごと」として認識し、地域の福祉活動に積極
的に参加することにより、地域共生社会の実現を目指します。 

課 題 
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Ⅱ-２-２ 少子化対策・子育て支援 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■出会い・結婚支援については、新型コロナウイル
ス感染症の影響やプライバシーの問題があり、出
会いの機会づくりが困難になっています。 

■妊娠・出産・産後支援については、妊婦健診や産
後ケアの実施など、支援制度の拡充も進んでいま
す。 

■子育て支援においてニーズの高い、延⻑保育や放
課後児童クラブについては、放課後児童クラブの
指定管理者制度の導入・有料化により質の高い運
営体制を確保しました。 

■経済的支援が重要となる、ひとり親世帯や多子世
帯に対しては、切れ目のない子育て支援に向け、
支援を拡充しています。 

■出会い・結婚支援については、結婚に対する価値
観の多様化が進んでいることから、実施方法や支
援内容について再検討が必要です。 

■妊娠・出産・産後支援については、制度変更やニ
ーズの変化に対応し、出産祝金、妊婦健診の拡充
に取り組む必要があります。 

■子育て支援については、制度変更や就業の動向を
注視しつつ、子どもたちの成⻑に必要な環境の確
保を図るとともに、障がい児保育や病後児保育の
あり方についての検討が必要です。 

 

  

 

現 状 

地域ぐるみで若年層や子育て層を支援する環境づくりを進め、子どもが健や
かに成⻑できるまちづくりを進めます。 

課 題 
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施策内容 主な取り組み 

出会いの機会の創出 ○出会いを支援するため「いばらき出会いサポートセンター」など、関係団体との連携
を強化し、多様な選択肢の中から出会いの機会を提供していきます。 

妊娠・出産支援の充実 ○安心して、妊娠・出産を迎えられる環境づくりに向け、引き続き支援制度の充実、利用
促進に向けた周知を図ります。 

子育てに寄り添った
支援の推進 

○「常総市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、質の高い教育・保育、子どもを産み
育てやすい環境づくり、地域全体での子育て支援、子育て世代の定住促進などに取り
組みます。 

○安心して子育てに向き合えるよう、子どもの成⻑や子育て不安に対する相談・支援体
制の充実を図るとともに、引き続きひとり親世帯や多子世帯などに対する経済的支援
を講じます。 

○子育て世代の交流機会の創出を図るとともに、地域における子どもの見守り活動の充
実に向け、子育てを支援するボランティア人材の確保に努めます。 

幼児教育・保育の充実 ○「常総市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、必要なサービス量の確保を図るとと
もに、教育・保育ニーズに対応した効果的な支援を行います。 

○幼児教育・保育施設については、市⽴施設と⺠間施設の特性を生かしたサービスが提
供できるよう、必要な施設整備を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市内に開設された産婦人科（内観） 

令和３年にオープンした⽔海道第四保育所（外観）と給⾷の様子 
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Ⅱ-３-１ 高齢者福祉 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■相談の拠点となる地域包括センターは、ブランチ
型総合窓口が市内6か所に設置されていますが、
あまり認知されていない状況となっています。 

■平成30年度に「電子@連絡帳ＪＯＳＯシステム」
を導入し、医療と介護の連携に取り組んでいま
す。 

■見守りが必要な65歳以上の高齢者を対象に、緊急
通報システムを貸与する高齢者見守りサポート
事業のニーズが増加しています。 

■介護予防については「ＪＯＳＯ☆ハッピー体操」
や「介護予防推進員」といった独自の取り組みを
推進しています。 

■定年延⻑などにより、シルバー人材センター・シ
ルバークラブ・高齢者ボランティアなどの参加者・
登録者が減少しています。 

■高齢者をはじめとする福祉施策については、地域
共生社会の実現を目指すこととされたことから、
地域福祉計画をはじめ関連施策との連携を考慮
した体制づくりが必要です。 

■地域で暮らし続けられる環境づくりに向け、介護
予防や認知症予防に向けた取り組みの充実、制度
の周知や必要な支援制度の利用促進を図る必要
があります。 

■近年、高齢者を巡っては、地域との接点がない高
齢者世帯への対応をはじめ複雑化しており、介護
保険制度以外の相談への対応も必要です。 

■高齢者福祉や介護サービスについては、今後の高
齢者人口を考慮しながら、施設量の適正化を検討
する必要があります。 

 

  

 

現 状 

高齢者が地域で暮らし続けられる地域共生社会の実現に向け、地域包括ケア
システムや介護保険制度に基づく高齢者の支援を行うとともに、就労や生きが
いづくりなどの支援に取り組みます。 

課 題 



じょうそう未来創生プラン 
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施策内容 主な取り組み 

高齢者福祉の充実 ○地域共生社会の実現に向け、地域包括ケアシステムに基づき高齢者のケアを地域で包
括的に確保・提供する体制の充実を図ります。 

○複雑化、多様化する高齢者の課題に対応するため、関連部署との連携強化や情報共有
に向けた体制づくりを進めます。 

○引き続き「ＪＯＳＯ☆ハッピー体操」「介護予防推進員」など、独自の取り組みや認知
症サポーターの育成を推進し、介護予防の充実を図ります。 

○今後の高齢者人口の動向に対応しつつ、適正な高齢者福祉や介護サービスの確保を図
るため「常総市高齢者プラン」の改定を行います。 

介護保険制度の 
適切な運用 

○介護保険制度に基づき必要なサービスを利用できるよう、ガイドブックの作成などに
より、介護保険制度を利用するための周知を推進します。 

○介護保険制度の相談や適正な利用を促進するため、地域包括センターのブランチ型総
合窓口の活用や介護認定事務の体制確保に努めます。 

生きがい・ 
就労対策の充実 

○シルバー人材センターやシルバークラブは、今後も高齢者の就業や生きがいづくりの
場として必要であることから、シルバー人材センターの業務内容の拡大やシルバーク
ラブの参加促進に向けた周知を行います。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

介護予防教室 ＜いきいきパワーアップ教室＞の様子 

シルバー人材センターによる植木剪定 

介護予防教室 ＜いきいき教室＞の様子 

ＪＯＳＯ☆ハッピー体操の紹介の様子 
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Ⅱ-３-２ 障がい者福祉 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「常総市障がい者プラン」に基づき、常総市基幹
相談支援センターの設置を行いました。 

■障がい者の差別解消に向けた啓発や、社会参加の
推進、交流機会の拡大に取り組んでいます。 

 

■障害福祉サービスなどの利用頻度が増加、多様化
しており、常総市基幹相談支援センターを中心と
する支援体制の充実が必要です。 

■近年、障がい者の社会参加ニーズも増加してお
り、そのための環境づくりが必要です。 

施策内容 主な取り組み 

障がい者福祉の充実 ○多様化する障がい者のニーズや制度変更に対応するため「常総市障がい者プラン」の
改定を行います。 

○常総市基幹相談支援センターを中心とする支援体制の構築に向け、地域生活支援拠点
の整備、サービス提供事業者とのネットワーク・連携強化など支援体制の充実を図り
ます。 

○障がい者の社会参加を促進するとともに、障がい者を支える家族などを支援するため、
相談体制や地域生活支援事業の充実を図るほか、⺠間事業者と連携した就業・社会参
加の機会の確保を推進します。 

共に生きる 
社会づくりの推進 

○障がい者が安心して暮らせる地域共生社会の実現に向け、障がい及び障がい者に対す
る正しい理解と配慮についての啓発を行います。 

○障がい者の社会参加や交流機会の拡大を推進します。 
  

 

現 状 

障がい者の相談体制、就労支援、福祉サービス提供基盤の整備などを進め、障
がいのある人もない人も地域の⼀員として共に生きる地域社会の形成を目指し
ます。 

課 題 



じょうそう未来創生プラン 
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Ⅱ-３-３ 生活の自立支援・社会保障 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■生活保護世帯となる前の自⽴相談に加え、生活困
窮者自⽴支援法の制定に伴い県内最初の取り組
みとして家計相談も実施しており、令和３年度に
は426件の自⽴支援を行いました。また、令和３
年度から就労準備支援事業を開始し、ＮＰＯと連
携し引きこもりの方の社会参加支援を実施して
います。 

■国⺠年金、国⺠健康保険、後期高齢者医療の各制
度について、内容や改正点について周知を行い、
理解の促進に取り組んでいます。 

■国⺠健康保険の医療費適正化の取り組みとして、
レセプト点検、医療費分析、ジェネリック医薬品
の利用促進などを行っています。 

■医療費における経済的負担を軽減するために、茨
城県と共同で行う「医療福祉費支給制度（マル
福）」と市独自の「すくすく医療費支給事業」で
医療費助成を行っています。 

■生活保護申請者数は増加傾向にあり、今後も支援
のための情報発信や対応力強化を図る必要があ
ります。 

■国⺠年金、国⺠健康保険制度、後期高齢者医療の
安定的な運営に向けた取り組みが必要です。 

■国⺠健康保険、後期高齢者医療の医療機関でのオ
ンライン資格確認の促進に向けた取り組みが必
要です。 

■医療費助成について、妊産婦に対する支援拡充の
ニーズが高まっていますが、医療福祉費支給制度
（マル福）には所得制限があるため、該当になら
ない方がいます。また、妊娠・出産に関連した疾
病・負傷以外の医療費に対する支援が求められて
います。 

  

 

現 状 

持続可能で安定的な社会保障制度の実現により、ライフステージに合わせた
医療を受診できる環境を整備するとともに、各種制度によるセーフティーネッ
トや生活支援に向けた相談体制の充実を図ります。 

課 題 
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施策内容 主な取り組み 

生活困窮者支援の 
充実 

○現在実施している自⽴相談や家計相談の充実を図るため、支援制度に対する周知のほ
か体制の充実を図ります。 

社会保障制度の 
適切な運営 

○国⺠年金、国⺠健康保険、後期高齢者医療について、市⺠の利益や利便性の向上のた
め各制度の周知に取り組みます。 

○国⺠健康保険の持続可能な財政基盤の確⽴に向け、レセプト点検、医療費分析、ジェ
ネリック医薬品の利用促進などを推進します。 

後期高齢者医療制度
の適切な運営 

○後期高齢者医療制度の運営主体（保険者）である茨城県後期高齢者医療広域連合と連
携し、被保険者に⾝近な市が各種手続きの窓口になることにより、被保険者証などの
円滑な引渡しや、給付申請・保険料納付時の利便性の維持向上を図ります。 

すくすく医療費支給
事業の充実 

○妊産婦に対する支援について、医療費助成の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



じょうそう未来創生プラン 
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筑波キングス・ガーデン「ぶどうの木」 

常総市心身障害者福祉センターでの作業の様子 

市内公⽴保育園の様子 
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学 校 教 育 ・ 生 涯 学 習 の 
推 進         

『優秀賞』 石下中学校 小菅
こすげ

 結
ゆい

菜
な

さん 

未来の常総市も、今と変わらず平和でいられたらいいなと思い、豊田城をバックに、桜はきれいに咲き、ウグ

イスは元気に鳴いている様子を描きました。 



じょうそう未来創生プラン 
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【施策の目標】 

１．学校教育を充実し、次世代を育てる 

２．生涯を通じた学習活動を促進する 
 

【主要成果指標】 

① 学校に行くのが楽しいと思っている児童・生徒の割合 

現状値 
（2021年度） 

80.9％ → 
目標値 

（2027年度） 
90.0％ 

ＩＣＴを活用した課題解決型の学びによる「わかる授業」の展開や、オンライン授業をきっかけとした不登校
の解消などにより、学校に行くことを楽しいと思う児童・生徒の増加を目指します。 

② ICTを活用できる教員の割合 

現状値 
（2021年度） 

71.6％ → 
目標値 

（2027年度） 
100.0％ 

近年、教育現場へのＩＣＴ導入が急速に進んだことに伴い、教員のＩＣＴ活用指導力の向上が求められていま
す。本市でもスキルアップの機会を充実させることで、全ての教員が授業でＩＣＴを効果的に活用できる状態
を目指します。 

③ 市が主催する生涯学習講座及びスポーツ教室の延べ参加者数 

現状値 
（2021年度） 

1,926人 → 
目標値 

（2027年度） 
2,100人 

市⺠が生きがいのある暮らしや健康的な生活を送れるよう、さまざまなニーズに対応した活動機会を提供する
ことで、生涯学習やスポーツ活動に取り組む市⺠の増加を目指します。 
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Ⅲ-１-１ 学校教育 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「常総市教育大綱」に基づき、学校教育の充実に
取り組むとともに、令和２年度末にＧＩＧＡスク
ール構想に基づいて１人１台の端末を整備し、令
和３年度から運用を行っています。 

■本市独自の取り組みとして、義務教育を修了して
いない人や外国籍の人などに教育の機会を提供
する県内初の「夜間学級」の開設、マイ・タイム
ラインの作成などを通した「防災教育」、地域の
歴史や特性を学ぶ機会としての「ふるさと学習」、
学習習慣を⾝につける「ほっとスタディ」、不登
校児童などをサポートする適応指導教室「かしの
きスクール」、学校給食への地域農産物の活用な
どを行っています。 

■外国語学習のためＡＬＴを配置しているほか、本
市は外国人児童・生徒も多いことから、市独自に
外国人児童生徒支援員を配置しています。 

■障がいのある児童に対しては、教育補助員を配置
していますが、要望も増加しています。また、い
じめの防止に向けては、スクールカウンセラーや
ソーシャルワーカーの配置など体制の充実を図
っているほか、かしのきスクールにおいて、学校

■ＧＩＧＡスクール構想によるタブレットや情報
機器を活用した効果的な授業の実施に向け、教員
のスキルアップや周辺機器の導入、情報機器の計
画的な更新、教材備品の確保が必要です。 

■児童・生徒に対する学習習慣指導、郷土を愛する
心の育成、探究的学習の推進、防災教育などにつ
いて継続的に取り組む必要があります。 

■国際的な視点や多⽂化共生意識を醸成するため、
国際交流の取り組みの充実が望まれます。 

■特別な配慮を要する児童・生徒の支援について、
スクールカウンセラーやソーシャルワーカーを
活用した支援体制の充実が必要です。 

■教職員については、就業環境の整備とともに指導
力の向上を図る研修などの充実が望まれます。 

■児童・生徒のより良い教育環境の確保と市内小中
学校の均衡を図るため「常総市⽴小中学校適正配
置実施計画」に基づき、小中学校の適正配置を実
施していく必要があります。 

■既存の教育施設においては老朽化している箇所

 

現 状 

児童・生徒の豊かな学びの機会を確保し、地域や学校での交流、郷土の学びを
通じて豊かな人間性を育みます。 

課 題 
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復帰に向けた取り組みを行っています。 

■教職員を巡る環境については、働き方改革や部活
動の地域移行など、新しい動きがみられます。 

■令和４年５月に、市内小中学校の児童・生徒のよ
り良い教育環境を確保していくため「常総市⽴小
中学校適正配置実施計画」が策定されました。 

■地域と連携した学校運営を目指し、学校別のホー
ムページの作成や評議員による支援体制を構築
しています。また、幼稚園・保育園と小学校の連
携についても、市内の児童に対する就学相談を実
施しています。 

■令和3年4月1日から、従来の5つの市⽴幼稚園を
廃止し、新たに「おひさま幼稚園」「にじいろ幼
稚園」を開園しました。 

が見受けられ、児童・生徒が安全・安心に学校生
活を送れるよう適正な管理が求められます。ま
た、通学路についても同様に安全確保を進めてい
く必要があります。 

■郷土愛の育成や多様な教育ニーズに対応するた
め、地域との連携や多様な学びの機会の提供が必
要です。 

■少子化や幼児教育・保育の無償化などに伴い、市
⽴幼稚園の園児数は減少傾向ですが、今後も園児
数の動向に注視しつつ、地域の⾝近な幼稚園とし
て市⺠ニーズに応えていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

新たに開園した「にじいろ幼稚園」の園舎 

小学校でのリモート授業の様子 ALT による学習の様子 

常総教員アカデミー 研修の様子 
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施策内容 主な取り組み 

教育内容の充実 ○児童・生徒を取り巻く教育環境の変化を踏まえ「常総市教育大綱」を必要に応じて見
直しを図ります。 

○ＧＩＧＡスクール構想に基づき、情報機器を活用した授業や教育内容の充実を進める
ため、すでに組織されている学校ＩＣＴ推進委員会を中心に、活用方法の研究や教員
のスキルアップを図り活用の推進に取り組みます。 

○外国語教育を推進するため、引き続きＡＬＴの確保と能力向上を図るとともに、外国
籍児童・生徒を支援するため市独自の取り組みである外国人支援員の活用を図ります。 

○特別な配慮を要する児童・生徒に支援の充実を図るほか、特別支援学校との連携強化
を図ります。 

○外国籍児童・生徒や特別な配慮を要する児童・生徒とともに学ぶ環境づくりに向け、
インクルーシブ教育を推進します。 

○教育内容の充実を図るため、常総教員アカデミーをはじめとした、教育・研修機会の
確保を図るとともに、教職員の働き方改革、部活動の地域移行に向けた対応を進めま
す。 

部活動の 
地域移行の推進 

○令和７年度までの部活動の地域移行に向け、対応方針を決定するとともに、地域との
連携体制の整備、スキルのある人材確保を図ります。 

教育環境の充実 ○ＧＩＧＡスクール構想による授業や教育環境の向上を図るため、大型モニターや電子
⿊板をはじめとする周辺機器の導入を進めるとともに、タブレットなどの計画的な更
新を行います。 

○算数、理科の教材備品を中心に、国の指針に基づく水準の確保を図ります。 
○学校図書を充実させるとともに、図書館との連携を図ります。 
○児童・生徒が常に安全・安心な学校生活を送るため、学校教育施設の維持管理や通学

路の安全確保に取り組みます。 
小中学校の 
適正配置の推進 

○児童・生徒数の減少に対応しながら、質の高い教育環境の維持と市内小中学校の均衡
を図るため「常総市⽴小中学校適正配置実施計画」に基づく、小中学校の適正配置に
取り組みます。 

安全・安心な 
公⽴幼稚園の運営 

○地域の⾝近な幼児教育施設として、市⺠ニーズに応え、安全・安心な就学前教育の実
施と施設の維持管理を推進します。 

学校給食の充実 ○地元の農産物を活用した地産地消の取り組みをさらに強化するとともに、食育の推進
に取り組みます。 

特色ある教育の推進 ○夜間学級による学びの機会の提供をはじめ、地域と連携した地域の歴史・⽂化の学び
など、特色ある教育の推進に取り組みます。 
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じょうそう未来創生プラン後期基本計画 

イラスト募集に応募いただいた作品（一部） 
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Ⅲ-１-２ 青少年健全育成 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■⻘少年育成常総市⺠会議や⻘少年相談員、子ども
会など⻘少年健全育成組織の強化に取り組んで
います。 

■いきいき茨城ゆめ国体2019、東京オリンピック
2020聖火リレーの経験を生かし、ボランティア
の活動の機会や交流機会の確保が求められます。 

■⻘少年育成組織の担い手不足、少子化に伴う活動
の低下がみられており、教育施設や関係団体との
連携を推進する必要があります。 

 

施策内容 主な取り組み 

⻘少年健全育成の 
推進 

○⻘少年の健全な育成環境づくりに向け、⻘少年育成常総市⺠会議や⻘少年相談員、子
ども会などの活動と人材確保を推進します。 

社会参加の推進 ○ボランティア活動をはじめ、⻘少年が社会や地域に参加する機会を創出します。 
○地元の高校と連携し、ボランティアの活動の場を確保し、体験学習活動などの充実を

図ります。 
 

  

 

現 状 

地域や教育施設が連携し、⻘少年が健やかに成⻑できる環境を創出します。 

課 題 
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Ⅲ-２-１ 生涯学習 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■生涯学習については、生涯学習センターや地域交
流センター、公⺠館などを中心に講座やサークル
活動を実施しています。 

■家庭教育については、就学前児童のいる家庭を含
めた家庭教育の充実に努めています。 

■放課後子ども教室については、地域の方がコーデ
ィネーターなどとして関わりながら多様な体験
が行われています。 

■図書サービスについては、市⽴図書館、地域交流
センター図書室で提供しているほか、県内自治体
などから借用する相互貸出を利用しています。 

■図書館では、サービスの充実に向け、多岐にわた
る図書・視聴覚資料（ＣＤ）などの購入に加え、
それらのリクエストにも対応しています。 

 

■生涯学習を推進するための組織づくりや企業な
どとの連携が不十分であり、引き続き体制の充実
に取り組む必要があります。 

■地域のニーズに対応した家庭教育や放課後子ど
も教室の充実が求められています。 

■生涯学習の拠点となる社会教育施設については、
維持管理が課題となっている施設が多数あるこ
とから、計画的な施設の管理と更新が必要です。 

■図書館については、蔵書の充実とともに電子化の
対応が必要です。 

  

 

現 状 

多様化する学びのニーズに対応するため、生涯学習の拠点の充実を図るとと
もに、サービスの充実を進めます。 

課 題 
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施策内容 主な取り組み 

生涯学習環境の充実 ○生涯学習の機会の充実に向け、講座や公⺠館活動の充実に向けた支援を行います。 
○家庭教育や放課後子ども教室の充実を図るとともに、地域全体で教育に取り組む体制づく

りを推進します。 
○活動の拠点となる施設については、効果的な利活用や施設整備を進めます。 

社会教育施設の整備 ○社会教育施設については、適正な維持管理に努め、施設の⻑寿命化を図るとともに計
画的に更新を行います。 

図書館活動の推進 ○県内自治体などの図書館とさらなる連携を図ります。 
○本に親しむ機会や図書館における取り組みの充実を目指すため、学校図書室などとの

連携強化を図ります。 
○利便性や学習効果、学習効率の向上を図るため、図書館システムの更新に取り組むと

ともに、電子書籍の導入を目指します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域交流センター（豊⽥城） 公⺠館講座の様子② 

公⺠館講座の様子① 
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Ⅲ-２-２ スポーツ振興 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■サイクリングロードの活用など、スポーツ活動を
促進する環境が整備されました。 

■社会体育施設の老朽化が進む中、国から施設の⻑
寿命化計画の策定が求められています。 

■少子高齢化の進展に伴い、新しいスポーツのあり
方が求められています。 

■スポーツは、地域活性化に欠かせないコンテンツ
であり、交流人口の増加のための新しい取り組み
が求められています。 

■市⺠が日常的にスポーツを「みる・する・ささえ
る」仕組みを作り、誰もが健康で楽しい日常を送
ることが必要です。 

■スポーツ教室やスポーツイベントの開催などを
通じて、市⺠がスポーツに触れる機会を創出する
必要があります。 

■部活動の地域移行が求められることから、指導員
の確保に取り組む必要があります。 

■老朽化が著しい施設は、莫大な修繕料を補うため
ネーミングライツの導入や広告収入、使用料の見
直しなど、財源確保に取り組む必要があります。 

 

  

 

現 状 

健康づくりや交流機会の創出、生きがいづくりなど、市⺠がそれぞれの目的
を持ち、主体的にスポーツに触れる機会を創出します。 

課 題 
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施策内容 主な取り組み 

スポーツ環境の充実 ○市⺠のスポーツ機会を確保するため、社会体育施設については安全な利用確保に向け
た維持管理を行うとともに、だれもが利用できる環境整備を進めます。 

○いきいき茨城ゆめ国体2019のレガシーを活用したスポーツ振興を進めるため、関係団
体や近隣自治体と連携を図りながら、新しいスポーツの仕組みづくりを推進します。 

スポーツ指導者・ 
活動団体の支援 

○市⺠がスポーツに触れる機会の創出、部活動の地域移行を推進するため、指導者の確
保や活動団体に対する支援を行います。 

○少子高齢化の進展に伴い、各種スポーツ団体のあり方が変化している現在、独⽴して
活動を続けていけるような支援を行っていきます。 

スポーツ活動の促進 ○体育施設指定管理者と連携してスポーツ教室やイベントを充実させ、生涯スポーツの
普及促進を進めます。 

○サイクリングロードなど、本市の地域資源を活用した健康・体力づくりのためのスポ
ーツコンテンツを開発するとともに、スポーツツーリズムも積極的に推進します。 

○競技スポーツの振興を図るため、関係団体と連携し選手の育成や団体競技の強化・指
導力の向上を図ります。また、各種大会への出場支援、大会誘致も推進し、競技レベル
の向上促進を図ります。 

○近隣自治体との連携による新たなスポーツイベントの普及を促進します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

サイクリングイベントの様子 

指定管理者によるスポーツ教室 

スポーツ少年駅伝大会の様子 
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Ⅲ-２-３ 地域文化 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■⽂化協会や各種⽂化団体を中心に、⽂化祭や芸術
⽂化のつどい、公⺠館まつりでの展示を行ってい
ます。 

■地域の貴重な資源である⽂化財の保護を進めて
います。 

■今後の⽂化財の保護・活用に向けた方針づくりが
必要です。 

施策内容 主な取り組み 

地域⽂化の継承 ○地域⽂化の継承を図るため、⽂化財指定の公開を進めるとともに、⽂化財に指定され
ていない有形、無形の資源についての保護・保全に努めます。 

地域⽂化の活用 ○⽂化財の観光・交流資源としての活用を進めるため、道の駅常総やサイクリングロー
ドと連携していきます。 

○市⺠が芸術⽂化に触れる機会を創出するため、⽂化協会や各種⽂化団体の取り組みを
支援します。 

郷土愛の醸成 ○児童・生徒が、地域の歴史・⽂化を知り、関心を持つ機会を創出するため、小中学校に
おける学びや、⽂化財の保護・維持に関わる機会づくりを進めます。 

  

 

現 状 

地域の歴史や芸術・⽂化に触れる機会を創出し、地域の歴史や芸術・⽂化につ
いての知識や関心を深めます。 

課 題 
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後期基本計画【各 論】 
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生 活 環 境 の 充 実 
 

『優秀賞』 水海道第二高等学校 松葉
まつば

 麻璃
ま り

衣
い

さん 

常総市について調べてみて、一言主神社というのを見つけ、きれいだなと思い今回描かせていただきました。

そして自然も豊かだと聞いたので自然も描きました。 



じょうそう未来創生プラン 
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【施策の目標】 

１．安全な暮らしを確保する 

２．自然と調和した生活環境をつくる 
 

【主要成果指標】 

① １日１人あたりのごみ排出量 

現状値 
（2021年度） 

565ｇ → 
目標値 

（2027年度） 
517ｇ 

循環型社会を実現するために、生ごみのたい肥化や資源ごみ・プラスチックごみのリサイクルなどを推進する
ことで、市⺠１人が１日に排出する生活系ごみの減量を目指します。 

② 自主防災組織結成率 

現状値 
（2021年度） 

62.7％ → 
目標値 

（2027年度） 
100.0％ 

本市では、災害に強いまちを実現するために、小学校区単位での自主防災組織の結成を推進しています。さま
ざまな⽴ち上げ支援を実施することで、全ての地区での結成を目指します。 

③ 交通事故発生件数 

現状値 
（2021年） 

143件 → 
目標値 

（2027年） 
73件 

学校や交通安全⺟の会などの関係機関と連携して危険箇所の把握や交通安全意識の啓発に努めるとともに、交
通安全施設の整備や高齢者の免許返納の促進に取り組むことで、交通事故発生件数の減少を目指します。 
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Ⅳ-１-１ 防  災 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■⻤怒川緊急対策プロジェクトによるハード整備
が完了するとともに、ハザードマップの周知、マ
イ・タイムラインの作成、自主防災組織の結成、
防災ラジオの配布など、防災体制の充実を図って
います。 

■災害時応援協定については、現在111（令和５年
３月31日現在）の自治体や関係機関、⺠間事業者
と締結しています。 

■避難行動要支援者については、名簿を作成し現状
把握に努めています。また、国⺠保護対策につい
ては、避難行動を３パターン作成しています。 

 

■平成27年9月関東・東北豪雨からの復興事業はお
おむね終了したことから、今後は「復興から防災
まちづくり」への転換が必要です。 

■自主防災組織や災害備蓄などについては、引き続
き組織化の促進、備蓄の確保が必要です。 

■災害時応援協定については、今後も協定の充実を
図るとともに、連絡体制表の更新など、顔の見え
る関係性を構築し実効性を確保する必要があり
ます。 

■東日本大震災や平成27年9月関東・東北豪雨から
時が経ち、危機感の希薄化も懸念されます。今後
起こりうる災害を想定し、常に訓練を繰り返し行
っていかなければなりません。また、風化させな
いためにも継承していかなければなりません。 

  

 

現 状 

市⺠や企業が災害リスクや防災に対する知識を深め、災害発生時には自らの
安全を守るとともに、助け合うことができるまちづくりを進めます。 

課 題 
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施策内容 主な取り組み 

災害に強い 
まちづくりの推進 

○「常総市地域防災計画」の見直しを毎年行うとともに、ハザードマップの周知や防災
組織の支援、災害備蓄の確保について継続して取り組みます。 

○自主防災組織は約６割の地区で組織化されていますが、引き続き組織率の向上に取り
組むとともに、防災活動や啓発活動の活性化に対する支援を行います。 

○マイ・タイムラインについては、住⺠⼀人ひとりの防災行動計画となるものであるこ
とから、作成フォーマットの配布や出前講座の開催などの啓発を通じた作成促進とと
もに、デジタルマイ・タイムラインの普及を推進します。 

地域防災基盤の充実 ○災害時の通信機器・避難施設・資機材・備蓄品などについて、地域防災計画に基づく確
保と適正管理、災害時のスムーズな活用体制の構築に取り組みます。 

地域防災体制の充実 ○自主防災組織の組織化や活動について支援を行うとともに、地域における避難行動要
支援者の個別避難計画の策定、マイ・タイムラインの作成を支援します。 

○市の事業継続計画（ＢＣＰ）の随時更新を行うとともに、市内事業所におけるＢＣＰ
の策定を促進します。 

避難誘導対策の充実 ○避難行動要支援者については、要支援者リストの随時更新を行うとともに、個別計画
の策定に向け、支援や避難方法について地域との協議を進めます。 

被災者に対する支援 ○平成27年9月関東・東北豪雨により被災し、災害援護資金の貸し付けを受けている被
災者に対する支援を継続します。 

国⺠保護対策の充実 ○国⺠保護対策計画に基づく、テロや武力攻撃時における対応の周知を図るとともに、
関係機関との連携を強化していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市で配布している防災ラジオ 

マイ・タイムラインの作成 自治会による防災備品の点検 

自治会による避難訓練の様子 
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Ⅳ-１-２ 消防・救急 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■消防団員の確保に向け、免許取得の補助や消防団
応援の店制度などインセンティブ付与による各
種支援を行っています。また、機能別消防団員制
度を創設し、現在29名が登録しています。 

■消防資機材については、計画的な更新、消防水利
の充実に向けた消火栓・防火水槽の設置に取り組
んでいます。 

■火災や救急・救助体制については、火災予防の啓
発やＡＥＤの普及啓発、使用方法の研修を行って
います。 

■少子化や地域コミュニティの変化などから、消防
団員数の確保が課題となっています。 

■消防団の効果的な活動を支えるため、詰所の整備
や資機材の計画的な更新を行う必要があります。 

■防火水槽の撤去要望が増えており、設置基準の見
直しや消火栓の整備を進める必要があります。 

  

 

現 状 

常備消防の連携体制を強化していくとともに、消防団の機能維持に努めます。 

課 題 



じょうそう未来創生プラン 
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施策内容 主な取り組み 

消防体制の充実 ○本市の常備消防は、常総広域消防本部（水海道地区）と茨城⻄南広域消防本部（⽯下地
区）に分かれていることから、各広域消防との連携強化を図ります。 

○消防団については、団員の確保に向け、引き続き入団に向けた啓発や支援制度の整備
を行うとともに、施設や資機材の整備を進めます。また、機能別消防団員や女性消防
団員についても人員確保を進めます。 

火災予防対策の充実 ○消火栓の設置を進めるとともに、災害時の飲料水確保を考慮し、設置場所に応じて飲
料水兼用耐震貯水槽の整備を進めます。 

○火災予防運動による日頃からの意識の啓発を行うとともに、住宅用火災警報器の設置
についての周知を推進します。 

救急・救助体制の充実 ○市⺠の命を守るため、常総広域消防本部（水海道地区）と茨城⻄南広域消防本部（⽯下
地区）との連携、医療機関との連携による救急体制の充実を図り、救急・救助体制を確
保します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AED 使用方法に関する研修の様子 

消火器使用訓練の様子 出初式における消防団 

ヘリコプターを使用した訓練の様子 
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Ⅳ-１-３ 交通安全 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■小中学校から要望があった危険箇所について、⻤
怒川の東側と⻄側に区分し、隔年で調査・対策を
実施しています。 

■高齢者の免許返納に対し、予約型乗合交通ふれあ
い号の利用券を付与する制度を実施しています。 

■交通安全の啓発に向けた活動についての支援を
行っています。 

■危険箇所については、緊急性や地元の協力体制を
考慮しながら、計画的な整備に努める必要があり
ます。 

■事前に交通事故を防ぐには、危険予知能力を養う
ことが大切とされ、交通安全教室の実施が必要と
なっています。 

 

 施策内容 主な取り組み 

交通安全施設の整備 ○市内の危険箇所について、学校や地域と連携しながら、計画的な改善を進めます。 
○道路の安全性向上に向け、関係機関と連携しながら歩道や自転車用通行帯への交通安

全施設の整備、車両速度の抑制につながる交通安全施設の設置などの対策を講じます。 
交通安全教育と 
啓発の充実 

○交通安全協会や交通安全⺟の会、小中学校などと連携し、交通安全に関する啓発や交
通安全教室の開催を行います。 

○高齢者に対しては、交通安全に関する周知とともに、⾝体能力の衰えなどを感じてい
る高齢者には免許返納後の支援に取り組みます。 

○歩行者、運転者といった視点から、危険予知や交通安全に対する正しい知識の習得を
促進します。 

○交通安全知識の啓発にあたっては、全ての年齢層への周知を図るため、イラストやク
イズ形式の導入を進めます。 

 

現 状 

交通安全に対する啓発や危険箇所の改修を進め、市⺠が正しい交通安全知識
を持ち、安全に暮らせるまちづくりを進めます。 

課 題 
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Ⅳ-１-４ 防犯・消費者保護 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■広報紙や市ホームページを通じた啓発を行うと
ともに、小中学校を対象とした防犯教育を行って
います。 

■地域や防犯協会などと連携し、防犯パトロールを
実施しています。 

■県の補助制度を活用し、主要幹線道路の交差点を
中心に約30台の防犯カメラを設置しています。 

■消費者相談件数は年々増加しており、令和４年度
で約300件の相談が寄せられています。 

■防犯カメラの設置にあたっては、プライバシー保
護を考慮する必要があることから、設置場所の精
査が必要です。 

■消費者問題については、複雑化・低年齢化が進ん
でおり、消費者教育の充実が必要です。 

 

施策内容 主な取り組み 

防犯意識の向上 ○広報紙、市ホームページ、ＳＮＳ、パンフレットなどを活用し、正しい防犯知識の啓発
を行います。 

防犯体制の強化 ○地域や教育施設と連携し、防犯灯や防犯カメラの設置を推進します。 
○防犯協会や地域の防犯組織などと連携し、防犯パトロールを実施します。 

消費者保護の推進 ○相談件数が年々増加していることに対応し、相談体制の充実を図るとともに、出前講
座などにより消費者問題に関する啓発を行います。 

○教育機関と連携し、若年層に向けた消費者問題の啓発を行います。 

 

現 状 

防犯に対する正しい知識の啓発を進め、地域ぐるみで犯罪のないまちづくりを
推進します。 

課 題 
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Ⅳ-２-１ 廃棄物処理・リサイクル 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■本市のごみ処理、し尿処理は、常総地方広域市町
村圏事務組合及び常総衛生組合（水海道地区）と、
下妻地方広域事務組合（⽯下地区）で行われてい
ます。 

■ごみ処理量は増加傾向にあり、常総地方広域市町
村圏事務組合の常総環境センターの処理量は、処
理能力の約９割に達しています。 

■令和４年３月に「常総市⼀般廃棄物処理基本計
画」を策定し、循環型社会の構築に取り組んでい
ます。 

■広域処理体制については、引き続き適切な処理の
あり方について検討が必要です。 

■水海道地区と⽯下地区で、収集方法が異なってい
ることや、外国人や高齢者など多⽂化共生が進む
中で、適切な情報提供が求められています。 

■循環型社会の形成に向け、分別の徹底や資源回収
についての啓発の強化が必要です。 

施策内容 主な取り組み 

ごみ収集・し尿処理・
廃棄物対策の推進 

○広域事務組合のごみ処理施設については、施設の今後のあり方について、引き続き関
係自治体との協議を進めます。 

〇適切なごみ出しが行われるよう、継続して情報提供と啓発に努めます。 
○高齢化などにより、ごみ出しができない世帯の増加も懸念されることなどを踏まえ、

ごみ収集のあり方について研究を進めます。 
ごみの減量化・ 
資源化の推進 

○水海道地区と⽯下地区で異なるごみ処理のあり方について検討するとともに、ごみの
減量化に向け、分別の徹底や４Ｒ【リフューズ（Refuse）、リデュース（Reduce）、リ
ユース（Reuse）、リサイクル（Recycle）】の啓発に取り組みます。 

 

現 状 

４Ｒ運動に対する啓発を進め、廃棄物の適正処理、ごみの減量化が行われて
いる地域づくりを目指します。 

課 題 
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Ⅳ-２-２ 公害防止 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■公害防止に向け、市内の事業所との公害防止協定
締結を進めています。 

■不法投棄については、パトロールの実施やカメラ
の設置を進めています。 

■カーボンニュートラルの実現に向けた取り組み
が求められることから、従来の取り組みを継承し
つつ、公害防止やカーボンニュートラルに対する
啓発が必要です。 

 

施策内容 主な取り組み 

公害の監視・指導の 
推進 

○公害防止を推進するため、公害防止協定の締結がなされていない市内の事業者に対し、
協定締結の啓発を行います。 

○カーボンニュートラルの実現に向けて、市⺠や事業者に対する周知、啓発を推進しま
す。 

〇児童・生徒に対する環境教育・環境学習、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）などの啓発
を充実していくことで、市⺠の脱炭素に向けた意識高揚を図り、2050年にカーボンニ
ュートラルの実現を目指します。 

不法投棄対策の推進 ○監視パトロールの実施や監視カメラの設置を進めるとともに、特に不法投棄が多い時
期における監視体制の強化を図ります。 

  

 

現 状 

企業活動による公害や不法投棄がなく、環境と調和した持続可能な地域づく
りを進めます。 

課 題 
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後期基本計画【各 論】 
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都 市 基 盤 の 充 実 
 

『優秀賞』 水海道中学校 渡辺
わたなべ

 乃
の

愛
あ

さん 

常総市の四季で私に身近なものを描いてみました。春は千姫まつり、夏はぎおん祭、秋はからくり網火、冬は

豊田城のプロジェクションマッピングにしました。 
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【施策の目標】 

１．自然環境の保全と活用を進め、環境と共生する 

２．多様な交流を促す交通ネットワークを形成する 

３．快適な都市環境の整備を進める 
 

【主要成果指標】 

① 市役所のＣＯ２排出削減量（平成25年度比） 

現状値 
（2021年度） 

2.28％ → 
目標値 

（2027年度） 
31.96％ 

国では、令和12年度までにＣＯ2排出量46％削減（平成25年度比）を掲げています。市全体でのカーボンニュ
ートラル実現に向け、市役所としても市⺠や市内企業の先導役として、国と同水準のＣＯ2排出量削減を目指し
ます。 

② １日あたりの関東鉄道常総線利用者数（市内７駅） 

現状値 
（2021年度） 

4,170人 → 
目標値 

（2027年度） 
5,576人 

アグリサイエンスバレー事業の推進や市内公共交通網の再編などにより、市の主要公共交通機関である関東鉄
道常総線の市内7駅での乗降客数を増加させることを目指します。 

③ 空き家の利活用件数 

現状値 
（2021年度） 

20件 → 
目標値 

（2027年度） 
累計70件 

地域の活性化を図るために、近年増加傾向にある空き家を地域の資源と捉えて利活用を促進する施策を継続的
に展開することにより、利活用件数の増加を目指します。 
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Ⅴ-１-１ カーボンニュートラルと自然環境保全・共生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■カーボンニュートラルの実現に向け、「常総市地
球温暖化対策実行率先計画」を策定し、市⺠総参
加による取り組みの推進を図ります。 

■「常総市環境基本計画」に基づき、地球温暖化対
策や自然環境保全に取り組んでいます。 

■「じょうそうエコオフィスプラン」に基づく、省
資源・省エネルギー・リサイクル・グリーン購入
の取り組みを推進しています。 

■市⺠の森「十⼀面⼭」・水海道あすなろの⾥・菅
生沼などの環境保全や活用を推進するため、市⺠
や団体との連携を図るとともに、イベントの開催
などを行っています。 

■2020年10月に、政府が2050年までに温室効果ガ
スの排出を全体としてゼロにする「カーボンニュ
ートラル」を目指すことを宣言したことを受け、
自治体や地域における取り組みの具体化が求め
られます。 

■地球温暖化対策や環境美化・保護活動などについ
ては地域と⼀体になった活動が必要となってき
ます。 

■水辺の保全・活用については、引き続き市⺠や団
体との連携による取り組みを推進するとともに、
関係自治体との連携にも取り組む必要がありま
す。また、豊かな自然環境を求めて、首都圏内外
からの多くの来訪が想定されています。 

 

  

 

現 状 

⾝近な自然環境の保全・活用を通じて、自然環境に対する関心を醸成すると
ともに、カーボンニュートラル（脱炭素社会）に向けた取り組みの具体化を目指
します。 

課 題 
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施策内容 主な取り組み 

脱炭素社会に向けた
機運熟成【市⺠】 

○子どもたちへの環境教育の実施やゴミの減量化を促すことで、脱炭素化を実現するた
めの意識高揚を図ります。 

再生可能エネルギー
の計画的な導入 
【行政】 

○国の財政措置などを活用しながら、再生可能エネルギーの主力電源化を推進します。 
○公共施設に太陽光パネル・蓄電池を導入することで、カーボンニュートラルを推進す

るとともに、災害時の避難所運営の安定化を図ります。 
産業部門との 
連携促進【産業】 

○アグリサイエンスバレーと連携した環境保全型農業の推進や、企業への省エネ化を推
奨することで、産業部門との連携を図ります。 

○事業者によるカーボンニュートラルの実現に向けた取り組みを促進し、地域経済の活
性化や地域課題の解決を図ります。 

自然環境の保全と 
活用 

○「常総市環境基本計画」に基づき、地球環境、自然環境、生活環境、快適環境に対する
施策に取り組むとともに、協働による環境保全活動を推進するため、⾝近なみどりの
保全・活用をはじめとした、各種運動や啓発の取り組みを推進します。 

○水辺の保全・活用を推進するため、市⺠や団体との連携による環境保全を推進します。
また、自然体験や交流の場としての活用を推進するため、菅生沼など水辺環境や拠点
の整備について連携を図ります。 

○地域資源である自然環境を積極的に生かし、アウトドアと絡めた交流人口拡大に向け
取り組みます。 

緑地や平地林の 
保全と活用 

○河川協力団体として指定された「市⺠の森十⼀面⼭保全の会」の活動について、国土
交通省と連携して支援を行います。 

○平地林の自然環境や景観の保全を図るため、啓発を強化するとともに、太陽光発電施
設の設置の適正化に取り組みます。 

動物愛護の推進 ○動物愛護を通じて、命の大切さや適正な飼育のあり方を学ぶとともに、動物の虐待や
遺棄の禁止、危害や迷惑防止に取り組み、人と動物が共生できるより良い社会づくり
を推進します。 

 

 

 

 

  

菅生沼の白鳥 公用⾞（電気自動⾞） 
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Ⅴ-１-２ 公  園 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■施設の老朽化が進んでいることから、適正な管理
に向け、令和４年度に「常総市公園施設⻑寿命化
計画」を策定しました。 

■市⺠協働による維持管理については、円滑な日常
管理及び環境美化を実施しながら利用促進を図
ることを目的に、市⺠団体や町内会へ⼀部業務委
託しています。 

■公園の維持管理体制の構築をするため、公園台帳
の管理システムを導入しデジタル化を進めてい
ます。 

■公園施設の老朽化とともに、安全で快適な利用環
境を提供するための維持管理が課題となってい
ます。 

■市⺠協働の管理体制を維持するためには、高齢化
などによる担い手不足が課題となっています。 

■公園に対するニーズが多様化しており、既存施設
のさらなる魅力向上が必要です。 

施策内容 主な取り組み 

都市公園の適正管理 ○「常総市公園施設⻑寿命化計画」に基づき、公園施設の計画的な更新・管理を推進し
ます。 

市⺠協働による 
管理の推進 

○協働による管理体制を維持するため、新たな団体やより多くの市⺠が参加可能な体制
や組織作りを構築します。 

○公園施設の魅力向上については、⺠間事業者による管理・運営についても推進します。 
  

 

現 状 

公園管理の適正化を図るとともに、利用者ニーズに対応し、さらなる魅力向
上を推進します。 

課 題 
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Ⅴ-２-１ 道路網の整備 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■国県道などの広域・地域幹線道の早期の整備に向
けて、関係機関への要望を実施しています。 

■市道については、整備要望や緊急性などを考慮し
ながら、優先度の高い路線から順次整備を進めて
います。 

■市道については、維持補修が重要になっており、
交付金などを活用した修繕を行っています。ま
た、橋梁については、⻑寿命化修繕計画に基づき
修繕を実施しています。 

■道路台帳のデジタル化を進めており、ＤＸ化にス
ムーズに移行できるような管理体制の構築を目
指しています。 

 

■令和９年度に国道354号バイパス・水海道有料道
路が無料化になることから、交通量の変化に対応
した道路の整備が必要です。 

■請願・陳情など道路整備・補修の要望がある中、
関連事業との連携を図りながら、効果的かつ効率
的な整備を行う必要があります。 

■増大する窓口対応や問い合せに迅速に対応する
ため、道路台帳デジタル化にスムーズに移行する
必要があります。 

■都市計画道路については、⻤怒川⻄部での産業系
交通量の増大に対応するため、⻑期未整備路線の
あり方について検討が必要です。 

  

 

現 状 

周辺自治体や土地利用との整合を図りながら、広域・地域ネットワークの構
築を図るとともに、⾝近な道路環境の維持管理を推進します。 

課 題 
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施策内容 主な取り組み 

広域道路ネットワーク
の形成促進 

○圏央道や国道354号バイパスの４車線化の実現に向け、関係機関へ要望を実施します。 
○⻤怒川⻄部における南北軸を形成するため、⻤怒川ふれあい道路（⻄幹線）の整備に

ついて具体化を図ります。 
生活道路の整備推進 ○整備要望や緊急度を考慮した市道整備に取り組むとともに、狭隘道路や未舗装区間の

整備を進めます。 
都市計画道路網の整備 ○都市計画道路については、都市計画マスタープランの見直しにおける市街地や拠点の

配置を考慮しつつ、交通量調査などを実施し新たな都市計画道路ネットワークの構築
を進めます。 

安全・安心な道路環境
の整備 

○交通安全施設や歩道の整備、バリアフリー化を進め、利用者が安全に利用できる道路
環境整備を進めます。 

地域の魅力を発信 
する道路網の整備 

○道の駅常総とサイクリングロードとの連携をはじめ、地域の資源や魅力に触れる道路
ネットワークの整備を推進します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

⻤怒川緊急対策プロジェクトで完成した 

サイクリングロード 

令和９年度に無料化される⽔海道有料道路 

⻤怒川ふれあい道路（⻄幹線） 
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Ⅴ-２-２ 交通機関の整備 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地域の移動手段として公共交通の確保が重要に
なっており、令和３年３月に「常総市地域公共交
通計画」を策定し、交通事業者や近隣自治体と連
携して公共交通の充実、利用促進に取り組んでい
ます。 

■市⺠が安全・安心に移動できる交通手段を確保す
るため、予約型乗合交通ふれあい号を運行してい
ます。 

■関東鉄道常総線や路線バスの利用促進に向け、沿
線自治体との連携を強化する必要があります。 

■市内での移動手段を維持するため、コミュニティ
バスの運行や路線バス、予約型乗合交通ふれあい
号の利便性向上が求められています。 

 

施策内容 主な取り組み 

公共交通体系の充実 ○近隣自治体と連携し、多様な視点から常総線の利用促進に取り組みます。 
○常総線の駅について、路線バスなどとの交通結節機能や利用環境の向上を進めます。 
○地域内移動を支える新たな公共交通ネットワークの形成に向け、コミュニティバスの

運行を目指します。 
移動利便性の向上 ○予約型乗合交通ふれあい号の利便性向上を図るため、情報技術の活用について研究を

進めます。 
○持続可能な公共交通網を確保するため、利便性を考慮した運行サービスを検討すると

ともに、運転免許返納者などに対する支援を講じます。 
  

 

現 状 

市⺠の移動利便性向上のため、市内全域における公共交通ネットワークの形
成を推進します。 

課 題 
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Ⅴ-３-１ 土地利用と市街地整備 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■令和３年３月に「常総市⽴地適正化計画」を策定
し、都市機能誘導区域、居住誘導区域を基本とす
るコンパクトなまちづくりを進めています。 

■アグリサイエンスバレー構想に基づき、令和５年
度中の完了を目指し「常総インターチェンジ周辺
地区土地区画整理事業」を進めています。 

■人口減少や高齢化が進む中で、既成市街地では空
き家・空き地の増加、都市機能の空洞化が進んで
います。 

■令和３年２月に「⽯下駅周辺及び東部拠点地区ま
ちづくり構想」を策定し、⽯下駅周辺地区や豊田
城周辺(⽯下東部地区）でのまちづくりを進めて
います。 

■⻤怒川ふれあい道路沿線⼯業団地周辺において、
産業系土地利用の需要が増加傾向にあります。 

■「⻤怒川・小⾙川かわまちづくり計画」において、
水辺の拠点やサイクリングロードの整備を進め
ています。 

■「常総市⽴地適正化計画」に基づき、水海道や⽯
下市街地の都市拠点機能の強化に取り組むとと
もに、居住誘導区域内の住環境の維持・向上を図
る必要があります。 

■アグリサイエンスバレー事業については、開発か
ら活用へフェーズが移行することから、関連部署
及び⺠間事業者と連携し、ソフト事業の展開が必
要です。 

■既成市街地においては、駅や公共施設などの公共
空間を活用し拠点機能の充実を図るとともに、車
中心から人中心の空間へと転換を図り、歩いて暮
らせるまちづくりを目指し、グランドレベルデザ
インの質を高める必要があります。 

■⻤怒川⻄部では、産業系土地利用が多くなってい
ますが、企業の⽴地及び雇用の拡大による地域活
性化を図るため、就業者の利便性確保や居住の受
け皿づくりについて検討する必要があります。 

■常総らしい市街地空間の形成を図るため、水辺空
間との連携や河川の眺望を活用した空間づくり
を進める必要があります。 

  

 

現 状 

人口減少や少子高齢化、災害リスクなど踏まえ、将来の本市の活力や賑わい
の源泉となる都市環境の整備を進めます。 

課 題 
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施策内容 主な取り組み 

持続可能な 
まちづくりの推進 

○人口減少や高齢化といった都市を巡るさまざまな課題に対応した都市の将来像、土地
利用、ネットワークを明確にするため、都市計画マスタープランの改定を行います。 

○コンパクトかつ災害リスクを考慮したまちづくりを進めるため、⽴地適正化計画に基
づき、都市機能や居住の誘導を進めます。 

地域活性化に向けた
土地利用の推進 

○近年増加する産業系土地利用の需要に対応するため、⻤怒川ふれあい道路沿線地域な
どでの産業拠点の形成を進めます。 

〇進出企業の雇用者や子育て世帯などに、本市に住んでもらうため、「移住・定住」を視
野に入れた土地利用の見直しを図ります。 

賑わいの創出に向け
た市街地整備の推進 

○観光や商業施設によるにぎわいとともに、市⺠が歩きやすい空間づくりを進めるため、
駅や公共施設といった人が集まる施設を中心に、市街地内の環境整備を進めます。 

都市計画の推進 ○災害リスクや⻤怒川⻄部での産業系土地利用需要の増加などを考慮し、土地利用や建
物用途のほか、都市計画道路をはじめとする都市施設について、必要な都市計画の決
定を進めます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

常総線 石下駅 石下駅周辺整備の様子 
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Ⅴ-３-２ 住宅・宅地 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■市営住宅については「常総市営住宅⻑寿命化計
画」に基づいた修繕及び改善を行うとともに、耐
用年数を経過した住棟については用途廃止を進
めています。さらに「無印良品」を展開する株式
会社良品計画と連携した改修も実施しています。 

■令和４年３月に「常総市耐震改修促進計画」を改
定し、住宅及び住宅以外の建築物についてそれぞ
れ耐震化目標値と期限を定めています。 

■空き家については「常総市空家等対策計画」に基
づき、空き家の適正な管理を促進するとともに、
空家等バンクによる利活用を積極的に進めてい
ます。 

 

■市営住宅については、施設の⻑寿命化とライフサ
イクルコストの縮減を図るため、計画的な修繕及
び改善を行う必要があります。 

■公共施設の耐震化を進めるとともに、耐震改修促
進計画の目標である、令和12年度までに耐震性が
不十分なものを概ね解消する住宅についての耐
震化促進が必要です。 

■空き家については、少子高齢化や核家族化に伴
い、今後も増加し続けることが予想されることか
ら、移住・定住はもとより地域活性化を目的とし
た活用を積極的に図る必要があります。 

■常総ＩＣ周辺や⻤怒川ふれあい道路沿線での企
業⽴地に伴い、住宅需要が増加しており、市内へ
の居住促進に向けた取り組みが必要です。 

 

  

 

現 状 

人口減少や住宅ニーズの多様化に対応し、住宅を必要とする人に良質な住宅・
宅地を供給します。 

課 題 
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施策内容 主な取り組み 

市営住宅の適正管理 ○「常総市営住宅⻑寿命化計画」に基づいた、計画的な修繕及び改善を行います。 
安全・安心な住宅の 
普及 

○公共施設の耐震化とともに、⺠間建築物の耐震化を進めます。また、住宅については、
社会資本整備総合交付金制度などを活用した耐震化対策の啓発、促進に努めます。 

適正な宅地開発の 
誘導 

○無秩序な宅地開発の防止、良好な都市環境の創出や保全のため、開発許可制度を運用
した適正な宅地開発の誘導に努めます。 

空き家の適正な管理
の推進 

○管理不全の空き家を減らすため、空き家などの把握と適正な管理を進めるとともに、
空き家の発生を予防するという視点から事業を展開します。 

空き家の利活用の 
促進 

○空き家のさらなる利活用を進めるため、空家等バンクの充実を図るとともに、⺠間企
業と連携した新たな仕組みを構築するなど、移住・定住を促進します。 

空き家の可視化 ○空き家を可視化することで、全庁的に居住実態の確認に役⽴つと同時に、市⺠対応の
迅速化が図れます。移住希望者の住まいとなり得る空き家や危険な空き家が容易に把
握できるよう、クラウドで⼀元的に管理運用でき、⺠間も活用可能なデータベース化
に取り組みます。 

地域コミュニティの
活性化 

○市営住宅を活用し周辺地域のコミュニティを活性化するため、⺠間事業者との連携を
進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

株式会社良品計画による市営住宅の改修 株式会社良品計画による公営団地活性化事業 

学習教室「学び舎」の様子 

市営住宅の改修の様子 改修⼯事終了後の市営住宅 
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Ⅴ-３-３ 斎場・霊園 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■斎場については、水海道地区は市営斎場、⽯下地
区はヘキサホール・きぬ（下妻地方広域事務組合）
の２か所となっています。 

■霊園（市営墓地）については、近年、墓地のニー
ズの変化や高齢化により継承が難しく需要が減
少しています。 

■市営斎場については、平成27年度に大規模改修を
実施していますが、老朽化が進んでいるため、今
後のあり方を明確にする必要があります。 

■市営墓地については、今後の需要を考慮しつつ、
施設の維持管理を図る必要があります。 

 

 

施策内容 主な取り組み 

斎場の適正管理 ○市営斎場について、施設の状況や需要などをもとに、今後のあり方の研究を進めます。 
霊園（市営墓地）の 
適正管理 

○施設の計画的な維持管理を行うとともに、利用動向の把握を行います。 

 
 
  

 

現 状 

市⺠の恒久的な安心のため、斎場や霊園の適正管理を行います。 

課 題 
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Ⅴ-３-４ 上 水 道 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「常総市水道ビジョン」に基づき、水源の維持、
老朽管の更新を実施するほか、幹線管渠の耐震化
も行っています。 

■維持管理の効率化を図るため、水道台帳の電子化
や管路の２次元データ化、運転監視の外部委託を
行いました。 

■水道料金納付の利便性を向上するため、電子決済
の導入を行いました。 

■水道水の安定供給を図るため、引き続き老朽化施
設の更新並びに管路の耐震化に取り組む必要が
あります。 

■水道事業の安定化を目指し、さらなる経営の効率
化及び広域化を推進する必要があります。 

 

 

施策内容 主な取り組み 

水源確保と水質の 
適正管理 

○水道水の安定供給のため、水源及び水質の維持に取り組みます。 
○管渠については、引き続き老朽管の更新を行うとともに、避難所や基幹病院などの重

要給水施設を中心に耐震性を強化します。 
水道事業運営の 
適正化 

○将来にわたり安定的な水道事業を維持するため、今後の水道需要の動向を考慮しなが
ら、運営のさらなる効率化に取り組みます。 

  

 

現 状 

安定的な上水道の供給を確保するとともに、将来に向けて計画的な施設更新
を行います。 

課 題 
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Ⅴ-３-５ 下 水 道 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■公共下水道（汚水）整備計画に基づく施設整備を
推進しており、現在の認可区域については、令和
８年度に整備完了見込みとなっています。 

■令和２年度より公営企業会計へ移行しており、下
水道事業会計の経営健全化に取り組んでいます。 

■維持管理費の抑制のため、汚水処理施設維持管理
にかかる包括的⺠間委託を実施しています。 

■公共下水道（雨水）整備計画に基づく浸水対策施
設整備事業を進めています。 

■市内全域の汚水処理方法について、下水道事業会
計の経営健全化に向けて公共下水道全体計画の
見直しを行う必要があります。 

■適正な汚水処理と下水道事業の収益を確保する
ため、接続率の向上に取り組む必要があります。 

■管渠・処理施設の老朽化対策、効率的な汚水処理・
維持管理方法について検討の必要があります。 

■公共下水道（雨水）整備計画に基づく施設整備に
ついて、既存施設の適正管理を行った上で、排水
能力向上を図る必要があります。 

 

  

 

現 状 

公共下水道整備計画（汚水・雨水）に基づき、汚水排水施設の整備や、頻発す
る短時間豪雨などを考慮した雨水排水施設整備について進めていきます。 

課 題 
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施策内容 主な取り組み 

生活排水処理の推進 ○公共下水道全体計画の見直しを進め、公共下水道（汚水）整備計画に基づく施設につ
いて、公衆衛生の向上のため施設整備を進めます。 

○公共下水道ストックマネジメント計画による、計画的な施設更新と耐震化を進めます。 
○効率的な汚水処理や維持管理費の削減のため、広域化・共同化計画に基づく既存施設

の統合を進めます。 
○合併浄化槽については、設置を促進するための支援を行います。 

公共下水道事業運営
の適正化 

○企業会計の移行に伴い、下水道事業の収益を確保するために、接続率の向上、事務の
効率化を進めます。 

雨水排水・浸水対策 
の推進 

○公共下水道（雨水）整備計画に基づく施設について、市⺠や事業者と連携しながら適
正な維持管理に努めます。 

○公共下水道（雨水）整備計画に基づく施設について、雨水排水能力向上のため施設整
備を進めます。 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

改修前 改修後 

本石下地区にある江連都市下⽔路 改修⼯事の様子 
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後期基本計画【各 論】 
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産 業 振 興 
 

『優秀賞』 石下紫峰高等学校 ２年 

特産品をキャラクターっぽくかわいく描きました。チェキにうつっているようにみせました。 



じょうそう未来創生プラン 

 

各 

論 

－ 

Ⅵ 

産
業
振
興 

78 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

 

【施策の目標】 

１．産業間の融合により、６次産業化を進める 

２．環境と共生し、付加価値を生み出す農業を育てる 

３．雇用を高め、賑わいをもたらす商工業・観光を振興

する 
 

【主要成果指標】 

① 常総市内を目的地とした経路検索の回数 

現状値 
（2021年度） 

4,924回 → 
目標値 

（2027年度） 
8,800回 

道の駅常総をはじめとした圏央道常総ＩＣ周辺施設の開業やアウトドアシティの推進などにより、市内を訪れ
る観光客数を間接的に表している指標である経路検索回数の増加を目指します。 
※掲載している数値は、国が運営する地域経済分析システム「ＲＥＡＳＡＳ（リーサス）」に掲載されているデ

ータを参照しています。 

② 道の駅常総レジ通過者数 

現状値 
（2021年度） 

― → 
目標値 

（2027年度） 
800,000人 

これからの本市の観光拠点となる「道の駅常総」では、運営に⺠間企業のノウハウを取り入れること、周辺施
設と連携したイベントを開催することなどにより誘客効果を最大化し、レジ通過者年間80万人を目指します。 

③ 市が関与するアウトドアイベント参加者数 

現状値 
（2021年度） 

15,536人 → 
目標値 

（2027年度） 
28,000人 

首都圏近郊でありながら豊かな自然環境を有するという本市の強みを生かし、「アウトドアシティ」として屋
外で行う体験型活動を積極的に推進することで、関係人口の拡大を目指します。 
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Ⅵ-１-１ アグリサイエンスバレー・道の駅常総 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■圏央道常総ＩＣ周辺において「食と農と健康」を
テーマとした産業団地を形成（アグリサイエンス
バレー事業）しています。 

■都市エリアを市街化区域に編入し、進出企業を誘
致しました。 

■農地エリアの基盤整備を行い、大規模農業などに
取り組む農業法人などを誘致しました。 

■道の駅については、指定管理者制度により実績の
ある⺠間企業を指定し、市内企業として取り組ん
でいます。 

 

■アグリサイエンスバレーの取り組みを市内全域
に波及させる必要があります。 

■アグリサイエンスバレーエリアに⽴地した企業
の操業環境を整える必要があります。 

■道の駅や⺠間集客施設、観光農園、都市公園を含
めた交流人口拡大の取り組みを進める必要があ
ります。 

■道の駅の開業を契機として、地域内での農商⼯連
携を推進し、地域産業の活性化に取り組む必要が
あります。 

  

 

現 状 

アグリサイエンスバレー事業による効果を市内全域に波及させるとともに、
地域産業の活性化と新しい産業の創出を推進します。 

課 題 

アグリサイエンスバレーにオープンした 

空中いちご園「グランベリー大地」 

企業エリアのイメージ 
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施策内容 主な取り組み 

アグリサイエンス 
バレーの推進 

○都市エリアと農地エリアの連携による、産業・雇用・交流の充実をエリアだけでなく、
市内全域へ波及するよう取り組みます。 

○アグリサイエンスバレー事業におけるスマート農業を推進し、市内農業のデジタル化
の寄与に取り組みます。 

○アグリサイエンスバレー事業の効果を活用し、「じょうそう観光地域づくりＬａｂｏ」
などを通じて、新しい地域ビジネスの創出を推進します。 

道の駅を核とした 
賑わい創出と観光 
地域づくりの推進 

○⺠間集客施設、観光農園、都市公園と連携し、さまざまなイベント開催や情報発信を
行い、集客効果の拡大に取り組みます。 

○道の駅への来訪者に対し、市内への来訪動機を提供するため、地域資源とのネットワ
ーク形成に取り組みます。 

○道の駅内のデジタルサイネージなどを活用した観光アプリとＥＣサイトの導入を検討
し、デジタル化による観光ＤＸと決済データを活用したマーケティング支援の寄与に
取り組みます。 

道の駅を核とした 
地域産業の活性化 

○道の駅を核とした農商⼯連携を推進し、地産地消の促進、ブランド化、６次産業化の
推進、地域ビジネスの創出など、地域産業の活性化に取り組みます。 

道の駅における 
脱炭素化の推進 

○道の駅において、太陽光発電設備及び電気自動車用急速充電器を設置し、脱炭素化の
推進に寄与します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

アグリサイエンスバレー 完成イメージパース 

道の駅常総に設置された電気自動⾞用急速充電器  新しい地域ビジネスの創出に向けた取り組み 

「じょうそう観光地域づくりＬａｂｏ」 
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Ⅵ-２-１ 農  業 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■農業生産基盤の充実を図るため、三坂地区での土
地改良事業を実施しています。 

■遊休農地の活用に向け、農地中間管理機構を活用
した農地の集約化を行っています。 

■約２４０名が認定農業者となっており、認定農業
者の連携や情報提供を支援するため、ＳＭＳを活
用したネットワークを構築しています。 

■アグリサイエンスバレー事業に基づき、常総ＩＣ
周辺では、企業による大規模農業が始まっていま
す。 

■農業生産基盤施設については、老朽化施設の更新
を進める必要があります。 

■経営規模の強化を図るため「人・農地プラン」に
基づき、農地の集積と集約化、経営規模の強化に
向けた支援を行う必要があります。 

■農業の担い手不足が顕在化しており、意欲のある
営農者に重点的な支援を行うとともに、新たに農
業に参入する意欲を持つ方への支援が必要です。 

■アグリサイエンスバレー事業や道の駅の開業を
契機として、農産物の販売機会、販路拡大、商品
開発などを強化する必要があります。 

 

  

 

農地や農業環境の維持・向上を図り、将来に向けて良好な農業生産環境を確
保します。また、農業を支える主体の育成とともに、異業種との交流促進により
魅力ある農業環境の整備を進めます。さらに「常総市農業基本計画」に基づき、
農家が経営を持続できるような魅力的な産業としての農業を確⽴します。 

現 状 課 題 
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施策内容 主な取り組み 

農地の利活用 ○農地中間管理機構を活用し、農地の集積・集約化を推進します。 
○将来に向けた農地や生産環境の維持に向け「人・農地プラン」 に基づき、関係機関と

連携し、農地利用の最適化を目指します。 
○流域における水災害の軽減に資するため、農地・農業用施設を活用した流域治水を推

進します。 
担い手農家の育成 ○経営意欲のある農家に対し、経営規模の拡大や経営の安定化を支援するため、関係機

関と連携しながら経営指導を行います。 
○農業への新規参入を促進するため、支援制度の活用や農地の確保などについて、農地

中間管理機構をはじめとする関係組織との連携による支援を行います。 
○小規模農家の経営強化に向け、生産団体の育成を促進するとともに、法人による農業

経営参入を支援します。 
環境と共生した農業
の推進 

○環境負荷軽減のため「みどりの食料システム戦略」に基づき、中⻑期的な観点から調
達、生産、加⼯・流通、消費の各段階の取り組みと、カーボンニュートラルなどのイノ
ベーションを推進します。 

○畜産農家と耕種農家の堆肥利用や有機栽培などについて支援を行います。 
農業経営の強化 ○農業生産環境の維持を図るため、農業基盤施設について計画的な更新を進めます。 

○農家の経営体制の強化、作付け品種の多様化、主食用米からの転換などを促進するた
め、関係機関と連携しながら、経営指導の強化に取り組みます。 

○地域の農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者（中心経営体）、当
該地域における農業のあり方などを明確化するため「人・農地プラン」を土台に、地域
計画の策定・実行に取り組みます。 

○道の駅を活用し、市内の農産物、加⼯品などの販売強化及び商品開発による新たな「常
総ブランド」創出に取り組み、農業所得の向上を目指します。 

地産地消・6次産業化
の推進 

○道の駅を本市の農産物・加⼯品の魅力や美味しさを味わえる施設とし、地産地消と地
場産品のＰＲを推進します。 

○道の駅を核とした地域内での生産・加⼯・流通・販売の仕組みづくりに取り組み、6次
産業化を推進します。 
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Ⅵ-３-１ 商  業 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■アグリサイエンスバレー事業による効果を、新しい
地域ビジネスの創出に生かすため、令和５年度まで
「じょうそう観光地域づくりＬａｂｏ」を実施して
います。 

■市内事業者の販売機会を創出するため、事業者と連
携し「常総市役所テイクアウトマルシェ」を開催し
ています。 

■商⼯会と連携し、中小事業者の経営改善に向け、国
や県の各種制度を活用した支援を行っています。 

■市内の中小事業者を支援するため、商⼯会と連携
し、各種制度を活用した経営支援を行うとともに、
新規開業などの支援を行う必要があります。 

■道の駅やサイクリングロードといった、新たな観光
交流資源が整備されたことから、地域の歴史や⽂化
資源を活用した交流や拠点づくりに取り組む必要
があります。 

 

施策内容 主な取り組み 

商品・サービス提供 
事業者の支援 

○道の駅やサイクリングロードとの連携による商品・サービス提供機会を創出するため、
道の駅でのイベントやサイクリングロード利用者へ市内店舗の情報提供を行います。 

まちの賑わいの創出 ○水海道市街地や⽯下市街地においては、商業・サービス提供機能の充実を支援すると
ともに、駅や公共施設を活用した拠点づくりにより、市街地への来訪・滞留人口の増
加を進めます。 

○水海道市街地や⽯下市街地における賑わい創出に向け、既存のイベントの充実に加え、
道の駅と連携したイベント開催などについて取り組みます。 

中小事業者に対する支援 ○引き続き中小事業者の経営改善を支援するため、各種制度の活用を促進します。 
  

 

現 状 

商品やサービスを提供する市内事業者に対する支援を行い、道の駅との連携
を図ることにより、賑わいある市街地づくりを目指します。 

課 題 
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Ⅵ-３-２ 工  業 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■市内にある４つの⼯業団地や圏央道常総ＩＣ周
辺を中心に企業が⽴地しています。 

■「常総市産業振興ビジョン」に基づき、⽴地する
企業の経営支援を強化する必要があります。 

 

施策内容 主な取り組み 

企業と連携した 
生活環境の維持 

○既存の⼯業団地に⽴地する企業及び新規に進出する企業に対しては「常総市⼯業懇話
会」との連携を図りながら、生活環境の維持・向上に取り組みます。 

○⻤怒川⻄部地区での交通渋滞の緩和に向け、関係部署と連携し必要な対策を講じます。 
 
  

 

現 状 

地域の雇用に重要な役割がある企業の経営を支援し、地域として「稼ぐ力」を
養います。 

課 題 
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Ⅵ-３-３ 企業誘致 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■アグリサイエンスバレー事業地内については、都
市エリア・農地エリア共に誘致が完了していま
す。 

■⻤怒川ふれあい道路沿線の⼯業団地周辺では、企
業の進出意欲が高まっています。 

■圏央道の供用に伴い、企業からの産業用地に関す
る問い合わせが増加しています。 

■新型コロナウイルス感染症や働き方改革を背景
に、地方でのサテライトオフィスやテレワークな
どの需要が見られています。 

■企業の⽴地需要に対応できる産業用地が不足し
ています。 

■企業誘致を推進するため、⽴地に際しての税負担
の減免や就業者の確保などについての支援が必
要です。 

■サテライトオフィスやコワーキングスペースな
ど、ＩＴ・情報分野の企業誘致について検討が必
要です。 

 

 

 

 

  

 

現 状 

首都圏をはじめとする関東⼀円への交通アクセスの利便性を生かし、雇用機
会や就業の場を確保できる企業誘致を図ります。 

課 題 
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施策内容 主な取り組み 

産業用地の創出 ○「新産業団地創出基本計画」や、これまでの調査・検討に基づき、企業誘致に向けた産
業用地の創出を推進します。 

○企業の進出需要に迅速に対応するため、官⺠連携による産業用地の創出を推進します。 
企業⽴地に向けた 
情報発信 

○ハローワーク常総と連携し、進出企業に対する雇用の確保など就労支援を推進します。 
○すでに実施している企業誘致に向けた支援メニューを広く情報発信し、制度の周知及

び活用を推進します。 
〇進出企業に対し、空き家などの住まいに関する情報提供を行うなど、雇用者の市内定

住を促します。 
企業⽴地に対する 
支援 

○本市の操業環境についての情報提供を推進するとともに、すでに実施している支援メ
ニューについての充実・強化を図ります。 

○市内の産業用地について、情報提供の充実を図るとともに、進出を希望する⺠間事業
者などとの連携強化に取り組みます。 

○テレワーク需要の増加に対応し、市内の空き店舗や空き家を活用したオフィス確保を
推進します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

⽔海道あすなろの⾥に設置したコワーキングスペース 

旧酒屋をリノベーションしたコワーキングスペース（豊岡町） 
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Ⅵ-３-４ 観光・交流 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■コロナ禍において、観光・交流事業は落ち込んで
いましたが、徐々に回復しています。 

■指定管理者制度を活用し、⺠間事業者により水海
道あすなろの⾥のキャンプ場がリニューアルし
ました。 

■観光客向けのＰＲなどについて、他自治体との広
域連携及び地元高校との連携強化を図っていま
す。 

■⻤怒川堤防が完成したことにより、サイクリング
ロードとして活用できるようになりました。 

■フィルムコミッションについても、新型コロナウ
イルス感染症の影響により、近年の活動は低調に
なっています。 

■道の駅を基点とした観光ルートの設定、サインの
整備などに取り組むとともに、地域資源を活用し
た体験や学びなどの要素を取り入れた観光商品
の開発が必要です。 

■アウトドア観光は今後、市の観光振興において非
常に重要です。新たなサービスや雇用の創出など
による産業・経済の好循環を生み出すためにも、
大きなポテンシャルを持つ自然などの地域資源
を磨き上げ、国内外に発信していく必要がありま
す。 

■観光交流の促進に向け、ＳＮＳでの情報発信や観
光パンフレットを充実させる必要があります。 

■千姫まつり、常総きぬ川花火大会など、従来から
実施している観光事業の充実を図る必要があり
ます。 

■フィルムコミッションについては、地域の魅力を
発信する機会として活用する必要があります。 

  

 

現 状 

地域資源の活用に取り組み、体験型や滞在型など多様な観光メニューの充実
を推進します。 

課 題 



じょうそう未来創生プラン 
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施策内容 主な取り組み 

観光振興の強化 ○道の駅の開業を契機に観光振興を推進するため、観光事業者や商⼯事業者、市観光物
産協会との連携体制の強化を図ります。 

○市ホームページやＳＮＳでの情報発信の強化、パンフレット・観光マップのデジタル
化などにより来訪者に対する観光情報の提供を充実させます。 

○水海道あすなろの⾥やサイクリングロード、豊富な水辺などを活用し、アウトドア観
光の推進を図っていきます。 

観光資源の整備 ○国指定の重要⽂化財である坂野家住宅や、寺社・仏閣をはじめとする地域の歴史的資
源について、維持・保全に取り組むとともに、観光資源としての活用を推進します。 

観光商品の開発 ○地域資源を活用した観光商品の充実を図るため、水海道あすなろの⾥の活用、体験事
業の創出、サイクリングやロケ地を活用した観光周遊ルートを推進します。 

○地域の農産物や加⼯品、伝統⼯芸品などを生かした、お土産物や体験メニューの開発
に取り組みます。 

フィルムコミッション
を通じた発信の強化 

○市の魅力発信の機会として、フィルムコミッションの充実を図るため、ロケ地情報の
発信、受け入れ態勢の強化を進めます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⽔海道あすなろの⾥ キャンプの様子 

 

常総きぬ川花火大会 

 

坂野家住宅で⾏われた撮影の様子 

 

小貝川で楽しむアウトドア（ＳＵＰ） 
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Ⅵ-３-５ 雇  用 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「商⼯会と連携した創業セミナー」を開催してい
ます。また、令和３年度から「じょうそう観光地
域づくりＬａｂｏ」を組織し、新しい地域ビジネ
スの創出に取り組んでいます。 

■平成30年度からハローワーク常総と連携し、雇用
情報の発信、市内企業を見学する高校生向けバス
ツアーなどを行っています。 

■働き方の多様化、高齢者の就業機会確保への対応
が必要となっており、起業・創業を含め、雇用・
就労機会の確保に取り組む必要があります。 

■企業における人材確保の難しさが増しており、就
業を希望する方とのミスマッチの解消に取り組
む必要があります。 

■ワーク・ライフ・バランスや男女共同参画の推進
の取り組みと連携しながら、新しい働き方に対応
した就業環境づくりに向けた取り組みを行う必
要があります。 

施策内容 主な取り組み 

起業・創業の支援 ○「商⼯会と連携した創業セミナー」や「じょうそう観光地域づくりＬａｂｏ」により、
起業・創業や新しいビジネスの創出を支援します。 

○コワーキングスペースなど、ＩＴ・情報産業などテレワークに対応できる業種に向け
た就業環境の創出を進めます。 

雇用・就労の支援 ○引き続きハローワーク常総との連携を進め、雇用情報の発信や高校生に向けた体験事
業を実施します。 

○⽴地企業における市内からの人材確保や雇用環境向上を促進するため、雇用に関する
支援についても充実を図ります。 

 

 

現 状 

多様化する働き方やワーク・ライフ・バランスといった潮流に対応しながら、
安定した雇用・就労環境の確保に取り組みます。 

課 題 
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「常総の匠」 写真提供︓茨城県⽴⽔海道第一⾼等学校 写真部
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Ⅶ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行 財 政 運 営 の 効 率 化 
 

『優秀賞』 石下紫峰高等学校 ティナガン ゼンリックさん 

豊田城と満開の桜を描きました。常総市のシンボルである豊田城と、もう一つのシンボルである市章を 

お城に負けない迫力で大きく描きました。 



じょうそう未来創生プラン 
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【施策の目標】 

１．市民満足度の高い行財政運営を進める 
 

【主要成果指標】 

① 業務効率化・削減時間数 

現状値 
（2021年度） 

― → 
目標値 

（2027年度） 
10,000時間 

行政事務の新陳代謝を図ることで新たな事業に取り組む余地を生み出すために、業務フローの改善やＩＣＴの
活用などによって5年間で職員5人分の年間勤務時間数に相当する業務効率化を目指します。 

② 経常収支比率 

現状値 
（2021年度） 

83.0％ → 
目標値 

（2027年度） 
90.0％ 

自由度の高い財政運営を実現するために、財政状況の弾力性を示す指標である経常収支比率を目標値以下に抑
えることを目指します。 
※現状値には令和3年度の数値を掲載しておりますが、例外的に低い数値であったため、令和2年度以前が90％

を超える水準で推移していたことを目標値設定の根拠としています。 

③ ふるさと納税寄附額 

現状値 
（2021年度） 

312,592千円 → 
目標値 

（2027年度） 
1,000,000千円 

市場規模が拡大しているふるさと納税について、プロモーションの強化や道の駅との連携を含めた新規返礼品
の開発などにより、市独自の魅力ある事業を展開するための財源確保を目指します。 
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Ⅶ-１-１ 行政運営 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「常総市人材育成基本方針」に基づき、職員研修
や庁内研修、人事評価を行い、人材育成や処遇へ
の反映を行っています。 

■女性職員の管理職への登用、男性職員の育児休暇
取得の推進に取り組んでいます。 

■市⺠サービスの向上と行政事務の効率化を図る
ため、市⺠窓口の集中化・行政手続きの簡素化を
図るとともに、マイナンバーカードの普及に取り
組んでいます。 

■指定管理者制度やＰＰＰ／ＰＦＩの活用に取り
組んでいます。 

■「常総市地域情報化計画」に基づき、市⺠サービ
スの向上と行政事務の効率化に取り組んでいま
す。 

 

■自治体ＤＸの推進に向け、職員の意識向上ととも
に、人材育成のあり方についても見直しが必要に
なっています。 

■仕事と子育ての両⽴やＱＯＬの向上に向け、働き
方改革への対応が求められています。 

■市⺠サービスの向上に向け、引き続きマイナンバ
ーカードの普及に取り組むとともに、マイナンバ
ーカードの活用に向けての検討が必要です。 

■引き続きＰＰＰ／ＰＦＩの活用を推進し、公共施
設の効率的な管理や⺠間ノウハウの活用を進め
る必要があります。 

■地域情報化や自治体ＤＸを推進するとともに、地
域づくりへの効果的な活用に取り組む必要があ
ります。 

  

 

現 状 

持続可能な自治体経営を実現するために、先進技術の活用などにより利便性
の高い行政サービスの提供と業務の効率化を同時に進めます。 

課 題 



じょうそう未来創生プラン 
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施策内容 主な取り組み 

行政運営と人事管理
の適正化 

○仕事と子育ての両⽴の推進に対応するため、「常総市人材育成基本方針」の改訂を進め
ます。 

○男女共同参画や仕事と子育ての両⽴を推進するため、「常総市次世代育成支援特定事
業主行動計画」に基づく取り組みを進めます。 

○職員⼀人ひとりのやる気と能力を引き出す組織体制を構築することで、活力ある行政
運営の実現を目指します。 

デジタル技術を活用
した行政事務の推進 

○行政サービスへのデジタル技術やデータの活用により、住⺠の利便性を向上させると
ともに、業務効率化を図り、さらなる行政サービスの向上を目指します。 

○全市⺠へのマイナンバーカードの普及を目指し、引き続き効果的な交付に取り組み、
市⺠サービスの向上や行政事務のデジタル化を推進します。 

○「オープンデータ基本指針」に基づき、行政情報のオープンデータ化の取り組みを進
めます。 

公共施設の適正化と
活用の推進 

○「常総市公共施設等総合管理計画」に基づき、公共施設の量と維持コストの適正化に
取り組みます。 

○市⺠サービスの向上と⺠間のノウハウを活用した魅力向上を図るため、指定管理者制
度をはじめとする⺠間活力の導入を推進します。 

情報公開の適正運用 ○行政⽂書の電子化を進めるため、⽂書管理システムを導入したことから、その適正な
運用に取り組みます。 

○これまでの紙の行政⽂書だけではなく、電子化された行政⽂書についても「常総市情
報公開条例」に基づく情報公開に取り組みます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

オンライン会議の様子 

市⺠課に導⼊したキャッシュレス決済対応レジ 
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Ⅶ-１-２ 財政運営 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地方公共団体情報システムの標準化に関する
法律に基づき、令和７年度までに住⺠記録、地
方税、社会保障、教育などの分野におけるシス
テムについて、標準化・共通化を図ることとな
っています。 

■他自治体と比較すると、実質公債費比率が高
く、積⽴金残高比率が低い状況となっていま
す。 

■システムの標準化に伴って、搭載できなくなる
機能が生じることから、業務見直しの取り組み
が必要です。 

■納税者の信頼を確保するため、適正な課税に努
めるとともに、滞納の抑制を図ることが必要で
す。 

■税外収入確保のため、公有財産の売却やふるさ
と納税の取り組み強化が必要です。 

■将来世代の負担を軽減するため、実質公債費比
率や積⽴金残高比率を改善する取り組みが必
要です。 

施策内容 主な取り組み 

財政運営の適正化 ○課税の適正化とともに、納税意識の啓発と的確な滞納整理に取り組みます。 
○財政運営の健全化を図るため、事務事業の見直しや公債費の繰上償還により財源の確

保を図るとともに、基金への積み⽴てにより将来負担の軽減に努めていきます。 
財源確保の 
取り組みの強化 

○ふるさと納税については、返礼品や参加事業者の拡大を図るとともに、企業版ふるさ
と納税の取り組みを強化します。 

  

 

現 状 

安定した財源を確保するため、課税の適正化と収納率の向上を図るほか、ふ
るさと納税の充実、公有財産の売却などの税外収入の確保に取り組みます。 

課 題 
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Ⅶ-１-３ 連携事業 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ごみ処理、常備消防について、旧市町の体制で⼀
部事務組合を構成していますが、それぞれ、設⽴
後40年近くを経過しており、施設の老朽化が進ん
でいます。 

■自治体間連携については、千姫や防災といったテ
ーマでの連携は進んでいますが、定住自⽴圏や交
流についての連携は不十分となっています。 

■大学連携については、地方創生、学校適正配置、
防災など、多くの行政分野での連携に取り組んで
います。 

■アグリサイエンスバレーを起点として、６次産業
化に向けた大学や⺠間企業との連携が進んでい
ます。 

■株式会社本田技術研究所と「ＡＩまちづくりへ向
けた技術実証実験に関する協定」を締結し、知能
化マイクロモビリティの実証実験が市内で始ま
りました。 

■⼀部事務組合で実施しているごみ処理、常備消防
については、将来的な施設更新や運営体制のあり
方を検討する必要があります。 

■教育分野との連携については、大学との連携に加
え、地域資源の探求などを契機として、市内の高
校との連携の充実を図る必要があります。 

■市⺠ニーズの多様化や行政課題の高度化に対応
するため、教育機関や⺠間企業との連携を充実さ
せる必要があります。 

■「ＡＩまちづくり」を推進するため、株式会社本
田技術研究所のほか市⺠や市内企業を交えて、課
題や解決方法を検討する必要があります。 

 

 

現 状 

市⺠ニーズに対応し、市⺠サービスの向上に寄与する大学や⺠間企業、他の
自治体との連携を積極的に実施し、新たな施策や事業展開を目指します。 

課 題 
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施策内容 主な取り組み 

広域連携の推進 ○市⺠サービスをさらに向上させるため、他自治体とさまざまな分野での連携の可能性
について研究を進めます。 

○⼀部事務組合については、持続可能なサービスを提供するため、将来のあり方につい
て関係自治体と協議を進めます。 

教育機関・⺠間企業 
との連携 

○情報技術の活用や健康づくり、公共交通、防災、カーボンニュートラルなどの分野に
ついて、教育機関や⺠間企業の知見を積極的に活用するため、連携事業や人材交流に
取り組みます。 

○市内の高校との間では、地域資源を学ぶ機会を創出し、郷土愛の醸成を促進します。 
ＡＩまちづくりの推進 ○市⺠の移動と暮らしの進化に向け、株式会社本田技術研究所の「知能化マイクロモビ

リティ」の技術実証実験を、市内各地において行っていきます。 
○株式会社本田技術研究所と市のほか、市⺠や市内企業を交えたコンソーシアムを設⽴

し、まちづくりの課題分析や先端技術を用いたアイディアの創出などの協議を進めま
す。 

 
 
 
 
 
 
 
  

大塚製薬株式会社との包括連携協定 東京農業大学との包括連携協定 

大学との連携事業の一環でグループワークの様子 大学との連携事業の一環で市内フィールドワークの様子 



じょうそう未来創生プラン 
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